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第５９回平成２６年９月与謝野町議会定例会会議録（第１号） 
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５．議事日程 

  日程第 １          会議録署名議員の指名 

  日程第 ２          会期の決定について 

  日程第 ３          諸般の報告 

  日程第 ４ 報告第 １０号  専決処分の報告について 

                 （和解及び損害賠償の額を定めることについて） 

                                     （報告～質疑） 

  日程第 ５ 議案第 ９４号  専決処分の承認を求めることについて 

                 （与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について） 

                                    （提案理由説明～表決） 

  日程第 ６ 議案第 ９５号  和解及び損害賠償の額を定めることについて 

                                       （提案理由説明） 

  日程第 ７ 議案第 ９６号  与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

                 営に関する基準を定める条例の制定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第 ８ 議案第 ９７号  与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

                 める条例の制定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第 ９ 議案第 ６７号  与謝野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

                 基準を定める条例の制定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１０ 議案第 ６８号  与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例の制定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１１ 議案第 ６９号  与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について 

                                    （提案理由説明～表決） 

  日程第１２ 議案第 ７０号  与謝野町営住宅条例の一部改正について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１３ 議案第 ７１号  加悦奥辺地に係る総合整備計画の変更について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１４ 議案第 ７２号  香河辺地に係る総合整備計画の変更について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１５ 議案第 ７３号  岩屋西部辺地に係る総合整備計画の変更について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１６ 議案第 ７４号  財産の取得について（除雪ドーザ） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１７ 議案第 ７５号  三河内大橋・嘉久屋橋・嗎橋橋梁補修工事請負契約の締結 

                 について 

                                       （提案理由説明） 
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  日程第１８ 議案第 ７６号  統合簡水与謝簡易水道桜内浄水場改良工事請負契約の締結 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第１９ 議案第 ７７号  平成２６年度与謝野町一般会計補正予算（第２号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２０ 議案第 ７８号  平成２６年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第１号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２１ 議案第 ７９号  平成２６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２２ 議案第 ８０号  平成２６年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

                 （第１号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２３ 議案第 ８１号  平成２６年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２４ 議案第 ８２号  平成２６年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号） 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２５ 議案第 ８３号  平成２５年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２６ 議案第 ８４号  平成２５年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２７ 議案第 ８５号  平成２５年度与謝野町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算 

                 認定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２８ 議案第 ８６号  平成２５年度与謝野町下水道特別会計歳入歳出決算認定 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第２９ 議案第 ８７号  平成２５年度与謝野町農業集落排水特別会計歳入歳出決算 

                 認定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第３０ 議案第 ８８号  平成２５年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第３１ 議案第 ８９号  平成２５年度与謝野町土地取得特別会計歳入歳出決算認定 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第３２ 議案第 ９０号  平成２５年度与謝野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

                 認定について 
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                                       （提案理由説明） 

  日程第３３ 議案第 ９１号  平成２５年度与謝野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

                 決算認定について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第３４ 議案第 ９２号  平成２５年度与謝野町財産区特別会計歳入歳出決算認定 

                 について 

                                       （提案理由説明） 

  日程第３５ 議案第 ９３号  平成２５年度与謝野町水道事業会計決算認定について 

                                       （提案理由説明） 
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６．議事の経過 

（開会 午前 ９時３０分） 

議  長（田博文） 皆さん、おはようございます。 

本日から９月議会の開会になりました。長期間になりますけれども、どうかよろしくお願いを

申し上げます。 

ただいまの出席議員は１６人であります。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第５９回平成２６年９月定例会を開会し、これよ

り本日の会議を開きます。 

開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、早いもので９月１日になりました。田んぼの景色も、少しずつではありますけれども

黄金色に変わってまいりまして、秋の気配を感じるようになってまいりました。 

ことしの夏は、非常に暑い日が続きましたけれども、一転して８月になりますと雨が連日降っ

て、非常にうっとうしいといいますか、雨の日が続いたわけでございます。梅雨前線の影響によ

りまして全国各地で大雨が降り、そして、大きな災害が発生をいたしました。 

特に広島県におきましては、土石流が発生をいたしまして、多くの皆さんが被災をされました。

報道によりますと７２人の方がお亡くなりになり、そしてまだ、二人の方が行方不明だというふ

うに報道されています。 

隣の福知山市におきましても、一日雨量が３０３ミリという過去最大の雨が降りまして、

２，４５１戸に上ります家屋が浸水をいたしまして、多くの皆さんが、本当にお困りでございま

す。皆さんの一日も早い復興を願っておりますし、お見舞いも申し上げたいというふうに思って

おります。 

本日から９月議会の開会になるわけでございますけれども、９月議会は決算議会でございます。

その行政効果や経済効果を住民にかわって評価する。そのことも、私たちに課せられた、この議

会の役目ではないかなというふうに思っております。 

その評価はもちろんでございますけれども、どうこの決算を、次の施策に、そして、予算につ

なげていくかということも大きな課題といいますか、そのことにも立ち向かっていかなければな

らないんではないかなというふうに、私は考えております。 

長丁場もなりますけれども、どうか緊張感を持った議会になりますように、皆様にもお願いを

申し上げまして、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 

ここで山添町長から挨拶の申し出がありますので、これをお受けします。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 皆さん、おはようございます。 

先ほど、議長のほうからもありましたように、ことしの夏は、８月の上旬から天候不順の日が

続き、台風の襲来やゲリラ豪雨によりまして、たびたび大雨警報などの災害情報が発令をされま

した。各区におかれましては、区長様をはじめ区役員の皆様方に、早朝、夜間を問わず、住民の

皆様方の安心・安全のためご尽力をいただき、まことにありがとうございました。 

この場をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 

当町では、幸いにも大きな被害はなく、安堵しておりますが、隣接の福知山市では、市街地の



－6－ 

広い範囲が浸水被害に遭われ、現在、懸命の復旧作業が続いております。町といたしましても、

被災家屋調査や災害ごみの搬出作業、さらには農地の被災状況調査に職員を派遣して、復旧作業

の支援をさせていただいているところでございます。 

さらに、今回の補正予算におきまして、災害見舞金として２０万円を計上しており、何とぞお

認めいただきまして、福知山市へ持参をし、お見舞いを申し上げたいと考えております。 

また、夏の恒例イベントであります、ひまわりフェスティバルが、リフレかやの里の周辺を会

場として、７月２６日から８月３日まで盛大に開催をされました。イベント期間中は、京阪神地

域を中心に、全国各地から約６，０００人にも及ぶお客様にお越しをいただきましたところでご

ざいます。与謝野町ひまわり実行委員会の皆様方をはじめ多くのご協力をいただきました皆様方

に深く感謝を申し上げる次第でございます。まことにありがとうございました。 

それでは、改めまして９月定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、第５９回平成２６年９月与謝野町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員の皆

様方には公私ともに大変ご多忙の中、ご参集をいただき心から厚く御礼を申し上げる次第でござ

います。本定例会では、平成２５年度与謝野町一般会計歳入歳出認定などの重要議案をご審議い

ただくこととしております。 

本日、ご提案をいたします議案などは、専決処分の報告及び承認案件、合わせて２件、和解及

び損害賠償の額を定める案件１件、条例制定案件４件、条例の一部改正案件２件、辺地計画の変

更３件、財産の取得案件１件、請負契約の締結２件のほか、平成２６年度各会計補正予算案件

６件、平成２５年度各会計決算認定１１件の都合３２件となっております。 
特に平成２５年度決算につきましては、一般会計と特別会計との総合計で収入済額が１９６億

３，３４０万４，０００円、支出済額が１９３億８６２万１，０００円で、差し引き３億

２，４７８万３，０００円の黒字決算となっております。 
非常に限られた予算の中で安心と生きがいのある福祉のまちづくりを目指し、与謝野町子ど

も・子育て会議を設立し、認定こども園への移行、また、学校統廃合のあり方を諮問するととも

に、ニーズ調査、計画策定を実施し、また、ＤＶ被害者など、緊急一時避難支援事業として、与

謝野虐待ホットラインを設置するなど、ＤＶ被害者などの身辺の安全確保や相談支援を行いまし

た。 
伝統を生かし、未来にチャレンジする産業づくりでは、京力農場づくり事業、明日の「京都

村」づくり事業として、農業拠点施設整備の支援などを実施し、海の京都観光を推進するべく、

今後予測される外国人観光客の受け入れ体制を整えていくため、外国語版観光パンフレットの策

定や案内看板の整備を実施いたしました。 
雇用対策では、国の雇用創出事業を活用し、緊急雇用対策事業なども引き続き取り組ませてい

ただいておりました。 
さらに、協働で進めるまちづくりでは、地域コミュニティの拠点となる地区公民館の整備とし

て、明石地区公民館の新築工事に向けて、建設用地造成工事を実施いたしました。 
先般、監査委員による平成２５年度の決算審査についてご報告をいただき、いろんな視点を頂

戴しております。 
足立、有吉両監査委員におかれましては、長期間にわたり熱心に決算審査をお世話になり、ま
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ことにありがとうございました。ご指摘のありました事項については、真摯に受けとめさせてい

ただき、今後の行政運営に生かしてまいりたいと考えております。 
いずれにいたしましても、町行政の推進に、より一層努めてまいりたいと存じますので、議員

の皆様のご理解とご協力を申し上げまして、本定例会の開会に当たりましてのご挨拶とさせてい

ただきます。 
議  長（田博文） 本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

ご報告します。 

お手元に配付しております本定例会に提出されております議案は、報告第１０号 専決処分の

報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）ほか３１件であります。 

以上、３２件を上程します。 

次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２３条の規定により、６番江原英樹議員、８番田史郎議員、以上２名にお願い

することとします。 

次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１０月３日までの３３日間としたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（田博文） ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から１０月３日までの３３日間と決定しました。 

次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 

最初に、産業建設環境常任委員会の報告をお願いします。 

塩見委員長。 

産業建設環境常任委員長（塩見 晋） おはようございます。 

それでは、議長のご指名によりまして、閉会中の産業建設環境常任委員会の活動の報告をいた

します。 

与謝野町商工会から懇談会の申し入れがあり７月３０日午後、与謝野町商工会加悦支所研修室

において開催をいたしました。与謝野町商工会からは、安田会長並びに小長谷、足立両副会長、

長島事務局長以下、増田、岡本両幹部職員が出席でした。行政からは、小室商工観光課長が出席

されました。当常任委員会は全員出席、議会事務局 土田主幹も含め総勢１６人で懇談を行いま

した。 

長島事務局長より、町内商工業の総生産が年々減少している実態の説明などを受けた後、町内

ビジネスの拡大、商工業や観光などの振興に関することなどを参加者が、それぞれの思いを出し

ながら懇談をいたしました。 

懇談の内容としましては、やはり人口問題、それから新しいビジネスに転換する方法を見出し

ていかなければならない。また、この地域は下請が多かったので、リスクをかけて事業に挑戦す

る人が少ないとか、いろいろな課題が出てまいりました。 
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また、当日の資料としていただきました中に、与謝野町総生産の推移や近畿経済産業局の最近

の中小企業、小規模企業者政策、それから、ちりめん街道住民アンケートなど、その全てを議会

事務局に置いておきますので、また、ご参考にお目通しをお願いしたいと思います。 

以上で、報告を終わります。 

議  長（田博文） 次に、議会運営委員会の報告をお願いします。 

伊藤委員長。 

議会運営委員長（伊藤幸男） それでは、諸般の報告として、議会運営委員会の視察報告を中心に行いま

す。 

視察研修の目的は、今後の与謝野町議会の活性化、改革と位置づけ、視察先に、全国でも注目

され、全国版の地方議会誌等々で何回か登場し、住民も巻き込んだ議会活性化改革の意欲的な取

り組みをされている長野県の飯綱町議会を選びました。 

長野県でしたので、大変強行なスケジュールでしたが、ことし７月８日、早朝５時半から出発

して、非常に強行なスケジュールで充実した研修だったと思ってます。 

私たち議会運営委員会の４人と田議長、奥野議会事務局長、計６人で対応をしていただいた

のは、飯綱町の寺島渉議長など、議会活性化にかかわっている６名だったと思いますが、議員も

参加され、議長も参加されました。 

飯綱町というのは、平成１７年に合併して誕生し、人口は我が町の半分程度で、世帯数は我が

町の４割程度と、高齢化率については、どこでもですが、３割を超えた、面積は我が町の７割程

度という町で、長野県の中央部に位置し、隣接といいますか、隣の長野市のベッドタウン、北信

地域と呼んでいるらしいんですが、そこの観光拠点として、またリンゴ、桃などの一大産地とし

て発展をしてきたようです。 

町の予算は、一般会計で約６２億５，０００万円、うち議会費の占める割合が１．２３％で議

員定数は１５人、常任委員会は二つです。 

初めに議会改革の取り組みについて、寺島議長から次のような報告がされました。 

議会改革の動機は、合併後、飯綱リゾート開発の経営破綻で、議会の責任が鋭く問われ、これ

を受けて平成２０年１月から半年間、全員協議会、常任委員会、議会運営委員会等々、三十数回

にわたる学習会と自由討論が深められ、まさに学ぶ、目標にしてたようですが、学ぶ議会を貫い

てきたということ。それから、また町民アンケートを実施し、町民の大変厳しい評価が浮き彫り

になって、議会改革の本格的な取り組みになったということでした。 

議会改革の実行を町民に宣言し、町民が求める議会像として、議会改革目標を、次の六つに集

約し、そのもとで条例の制定へ、基本条例ですね、基本条例の制定へ進みたいという決意を示し

て、議会だよりを使って掲載したということです。 

その一つは住民に開かれた議会、町民と切磋琢磨する議会、活発な討論が展開される議会、住

民の声を行政に反映する努力を貫ける議会、飯綱町の住民自治の発展の推進力となる議会。 

六つ目が、政策提言のできる議会であります。そして、この後ですね、平成２０年９月から町

民から信頼される議会として、次の８項目の議会改革を宣言しました。 

それは一つは、一般質問に、我が町はやっておりますが、一問一答方式を導入する。町長には

反問権を認めると。 
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二つ目、町民に対して、議会の議決責任と説明責任を果たす。議会への住民参加を広げる。 

四つ目、議会の情報公開をさらに進める。 

五つ目、議員の資質向上に努め、議員同士の自由討論を活発に行う。 

六つ目、議員の政策立案能力を高め、政策提言、条例制定などに取り組むと。 

七つ目が、行政への批判と監視機能を一層強化する。 

八つ目が、政務調査費を条例化して、政策研究、町民への広報活動に活用するというもので、

このうち、今、述べた政務調査費は、まだ、議会合意はできていないということでした。 

議会全体に新たな活力と緊張感、追認機関からの脱出を目指して、議案への賛否一覧表、それ

から、全員協議会などの自由討論を重ねる。町長への政策課題の予算要望、一般質問の課題ごと

の、半年ごとの議会への回答。 

休日議会、夜間議会、中学生議会の開催を行うなど、これらがマスメディアに注目されたとい

うことです。 

議員の力量向上とともに、平成２３年度から６件の議案の否決、不承認、修正がされ、うち

６件の政策提言を町長部局に言い出した。 

町民代表と行政、議会の協働で新たな政策提言の活動を進める、こういう活動も強めており、

まちづくりにかかわるシンポジウムを開催したり、そういうことで、新たな政策提言活動に取り

組んでいると聞いています。 

政策サポーター制度による研究会の設置など、これを力にして、町長への提言も行ってるとの

ことでした。 

こうした取り組みの結果、基本条例とあわせて議員倫理規定も制定しております。町民と議会

の懇談会の開催を、今までに７回開いて、延べ９４９名が参加しているとのことです。今後の政

策的な課題といいますか、諸課題ですが、自治基本条例の制定や、集落自治の強化と行政の協働

の推進、この町も高齢化で、大きな課題になっております集落維持の対策、そして、集落振興支

援基本条例の制定、新人議員を対象にですね、議会基本条例の学習会を実施するという問題も一

層掲げております。 

議員定数、報酬等々の研究課題についても課題とだというふうに語っておりました。議長から

最後に、この飯綱町議会は、議会改革白書２０１１という雑誌があるんです。定期誌があるんで

すが、議長の論文が掲載され、また、信州自治研という雑誌に町の議会の取り組みが掲載されま

した。また、平成２３年の第６回マニフェスト大賞、優秀成果賞、審査委員会賞、それから翌年

の第７回マニフェスト大会でも、優秀成果賞に選ばれました。 

また、議長はですね、まだ、この議会改革は道半ばだということもおっしゃってました。今後

も町民に信頼され、議会の情報発信力を高めていきたいということで決意を述べられておりまし

た。以上が、寺島渉議長の説明でした。 

活動めいた話はちょっと控えてですね、要点だけ言いますと、委員会としてもですね、その後

協議を重ねました。特に、一つは、政策サポーター制度、ここはモニター制度もやっておるよう

ですが、そういうことをやったり、シンポジウムをやってですね、町民の力を結集してるという

ことと、先ほど言いましたように、やっぱり住民の自治意識を高めなければ町はよくならないと

いうようなことをですね、非常に積極的に取り上げておりました。 
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これらの、各自の感想も含めて議会事務局にもありますので、ぜひ読んでいただきたいという

ふうに思っています。終わります。 

議  長（田博文） 次に、議会広報特別委員会の報告をお願いします。 

和田委員長。 

議会広報特別委員長（和田裕之） 失礼します。 

それでは、議会広報特別委員会からの報告をさせていただきます。 

まず初めは、委員長研修会についての報告でありますが、先般、８月８日、午後１時より京都

自治会館において、京都府町村議会広報編集委員長研修会が開催をされ出席をさせていただきま

した。当町も含め、京都府下の１１町村の広報委員長及び議会事務局職員などが参加をされてお

りました。 

研修の第１部では、講師の京都新聞社ニュース編集部記者、山内氏により議会だより、正しい

編集技術というテーマで事前に提出していた各町村の議会だよりを全員で見ながら、講師の評価

や指摘を受けました。 

当委員会は、直近の議会だより３２号、４月２５日発行のものを提出をしておりましたが、改

選時の議会だよりということもあり、１２ページと、若干少ないものではありましたが、評価は

３月定例会の記事である見開きページの構成で、見出しリード文と写真が中途半端な配置になっ

ている点、また、段組みの文字数が均一でないなど、こういった指摘を受けました。また、一般

質問のページにおいては、４段組みでホワイトスペースもあり、大変見やすい、よいということ

で評価を受けました。 

研修の第２部では、講師の多くの質問や各町村の編集においての課題や問題点、これらの意見

交換が行われました。編集過程においては、議会事務局も一緒に編集をしている町、マイクロソ

フト社のワードにより原稿をつくり、校正は印刷会社でやってもらっている町など、当町は、ア

ドビシステムズ社のインデザイン、こういったソフトを使って本格的な原稿作成し、完全データ

入稿の方式で印刷会社にデータを引き渡し製本している、こういった町は府下では少ないと、こ

ういった現状であることがわかりました。また、委員会開催日数も、当委員会が一番多い現状で

ありました。 

今回は、３時間の研修ではありましたが、他の町の議会だよりを見ながら、勉強させていただ

き、よい点は参考にし、今後の取り組みに生かしていきたいと、こういうふうに考えております。 

次に、議員研修誌である、地方議会人の市町村議会広報クリニック講座に前委員会が作成をし

ました議会だより３０号、これを提出しておりましたが、先発の８月号にて評価をいただきまし

た。 

１点目に、記事の内容の中心点が見出しでアピールできている。 

２点目に、議事に多くのスペースを割いている点。 

３点目に、最終ページ、いわゆる裏面の町の宝、子どもページなど、住民登場企画もよいとい

う評価を受けました。 

今回、議会広報委員会も新メンバーとなりましたが、前委員会でのよい点を引き継ぎ、改善す

べき点は見直し、より住民の皆様にわかりやすい、読みやすい紙面となるよう、全力で取り組ん

でいきたいと考えていますので、どうかよろしくお願いをいたします。 
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以上、報告とさせていただきます。終わります。 

議  長（田博文） 続きまして、一部事務組合の報告をお願いします。 

最初に、与謝野町宮津市中学校組合議会の報告をお願いします。 

家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） 与謝野町宮津市中学校組合議会の報告をさせていただきます。 

去る６月２７日金曜日、平成２６年度第２回臨時会が開催されまして、人事案件１件、条例の

一部改正の専決事項が１件の議会がございました。 

人事案件につきましては、議長の選挙が行われ、当議会選出の多田副議長が組合議会の議長に

選任をされました。 

続いて、８月８日金曜日に、第３回臨時議会が開催され、人事案件３件が上程され、副議長に

は、宮津市議会の坂根議員が、また、教育委員には当町の塩見教育長が、監査委員には当町の足

立代表監査委員と宮津市議会選出の宇都宮議員が、それぞれ選任をされました。 

中学校組合では、橋立中学校を運営しているわけですが、現在２６７名の生徒で、先生は

３４人の体制であるということでございます。なお、本年度より、日置中学校より５名の生徒が

通学しており、皆、元気に学校生活を送っているという報告がございました。 

以上で、中学校組合の報告を終わります。 

議  長（田博文） 次に、宮津与謝消防組合議会の報告をお願いします。 

安達議員。 

５  番（安達種雄） 宮津与謝消防組合議会の報告をいたします。 

去る７月２９日に平成２６年第２回宮津与謝消防組合臨時議会が午前１０時より、宮津市議会

議場におきまして開会されました。 

冒頭、与謝野町議会、また、宮津市議会の一般選挙後、初の組合議会でありましたため、消防

組合議会議員の紹介が書記長よりありました。また、議長選出までの臨時議長として、与謝野町

議会の簱毅さんが臨時議長を務められました。 

最初に、管理者、井上正嗣宮津市長より、４月に与謝野町町長選挙において、山添藤真町長が

当選され、副管理者に就任していただき、また、６月には宮津市長選挙において、３期目、井上

市長が当選されましたので、引き続き管理者を務めさせていただくとの挨拶がございました。 

次に、監査委員の稲岡修代表監査委員の紹介があり、さらに消防長、消防次長兼総務課長、警

防課長、予防課長、そして、消防署長の紹介がありました。 

次に、今年１月から６月までの概況報告がありました。管内火災は９件で、昨年同期と比べ

７件の減少となりましたが、焼死者が、残念なことに１名発生しております。 

救急につきましては１，０２５件で、昨年同期と比べ８件の減少であり、搬送人員につきまし

ても９９８名で、１０名の減少となっております。救助につきましては１８件で、昨年同期より

４件の増加との報告がありました。 

また、管理者から、この後、触れますが、職員の逮捕の件につきまして、おわびの言葉があり

ました。 

次に、消防長より、先ほど申し上げました職員の逮捕につきましての説明がありました。 

当消防組合の消防士が５月１８日、午後１時ごろ、京都市内の友人宅マンション３階から隣の
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ベランダに侵入したもので、隣室の居住者が警察に通報し逮捕となりました。 

５月２０日に勾留延長の処分がされ、捜査の結果、５月２８日に起訴猶予処分となり釈放され

たものであります。 

本人の申告ですと、ベランダのすき間から隣室のベランダに入った物品を引き取るために侵入

したとのことでありました。住民の生命、身体及び財産を守る立場の消防職員でありながら、住

民の信頼、期待を大きく裏切ることとなり、公務員全般として、また、消防署員としての信用を

著しく失墜させることとなりました。 

当該職員に対しましては、６月４日から停職１カ月間の懲戒処分を科し、管理者として、消防

長、消防署長、加悦谷分署長を任命権者の立場から、文書訓告処分とした旨が報告されました。

また、改めて再発防止に向けて、人として、公務員として、そして、消防職員としての倫理観、

消防倫理についてを、考察を加え、その醸成に努めてまいりたいとの消防長より説明がございま

した。 

この後、議長選挙に入りまして、選挙は指名推選で行うこととなり、宮津市議会の北仲篤さん

が組合議会の議長に選出されました。新議長挨拶の後、副議長の選挙となり、同じく指名推選で、

当町の田博文さんが副議長に就任され、挨拶をされました。 

少し長くなりますが、報告第１号として、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認を求める件が提案されました。 

改正内容は、平成１８年より宮津市に準じて給料のカットが実施され、宮津市において給料の

削減の独自取り組みが継続され、平成２７年３月３１日まで、１年間延長されたことにより、当

組合においても継続延長するもので、カット率は消防長１０％、次長・課長８％、主幹級以下

５％、若年層職員４％であります。また、臨時職員におきましても、宮津市の改正及び近隣市町

の賃金水準を踏まえる中、日額１００円増とするとともに、通勤手当も一般職員と同水準となっ

ているものであります。これも承認されたものであります。 

次に、議第５号 宮津与謝消防組合火災予防条例の一部改正についてが提案されました。この

議案につきましては、昨年８月福知山市で発生しました、福知山市花火大会の火災を踏まえ、祭

礼、縁日、花火大会、展示会等、その他、多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使

用するに当たって消火器の準備など、規程の整備、屋外における催しの防火管理、体制の構築を

図るなど、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画作成の義務づけ、計画の提出

義務違反等の罰則を設けるものであります。 

これにつきましても、町内いろんなところで、夏にはイベントがされております。議員からも

幾多の質問が出ましたが、原案どおり可決されたものであります。 

議第６号 消防救急デジタル無線設備及び高機能消防司令センター設備の取得についてが提案

されました。 

本件につきましては、債務負担行為の議決により、２カ年事業として、平成２６年度に３億円

でデジタル無線設備、平成２７年度に司令センター設備、２億５，０００万円で取得整備するこ

とが予算措置されております。 

契約につきましては、４社を指名しましたが、２社が辞退のため２社によるプレゼンテーショ

ンによる審査の結果、富士通ゼネラルが選定されました。なお、この選定に当たりまして、構成
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の市、町から推薦の１名ずつと消防組合から選出の３名の計６名で業者選定委員会を設置し、決

定したもんでございます。 

７月１５日、予算額５億５，０００万円に対し、４億３，２００万円で随意契約による仮契約

を締結しました。平成２７年度分で、７０％は交付税措置を予定しており、そのまま充てますと

宮津市が一般財源で４，５０８万円、伊根町が同じく一般財源で８５７万円、与謝野町が合併特

例債等充当で５，４３９万円、若干与謝野町分が大きくなるようでありますが、このような方向

で進んでおります。 

次に、議第７号 監査委員の選任についてが提案され、議会選出の監査委員に、管理者より選

任があり、当町の簱毅議員が監査委員に選任、同意されましたことを報告しておきます。 

長くなりましたが、以上、宮津与謝消防組合議会の報告とさせていただきます。 

議  長（田博文） 次に、宮津与謝環境組合議会の報告をお願いします。 

宮﨑議員。 

９  番（宮﨑有平） それでは、宮津与謝環境組合議会の報告をさせていただきます。 

最初に、視察の報告からさせていただきます。 

７月２３日に宮津与謝環境組合議会議員で、兵庫県朝来市和田山町高田にあります南但広域行

政事務組合のごみ処理施設、南但クリーンセンターを視察いたしました。 

南但広域行政事務組合は、養父市と朝来市で運営されています。養父市は面積が

４４２．７８キロ平方メートルで、人口が２万５，７７０人であり、朝来市は面積が

４０２．９８キロ平方メートルで、人口は３万２，４６２人であります。合わせますと、面積が

８２５．７６キロ平方メートルで、人口は５万８，２３２人の広域行政区域になります。合併前

の旧町のときは、八つの町それぞれにごみ処理施設があり、各町で運営をされておりました。 

平成１１年に兵庫県ごみ処理広域化計画が策定され、広域化の方針が決定し、平成１５年から

ＲＤＦ方式、炭化方式、焼却方式、溶融方式の四つの方式について検討することになったのが始

まりであります。 

平成１６年からは、生ごみ、汚泥等の有機性廃棄物については、資源としての有効利用、周辺

環境への負荷軽減、コスト削減の観点から、メタン発酵によるバイオマスの導入についてもあわ

せて検討されることになりました。 

平成１８年には、今後の循環型社会の形成及び地球温暖化防止対策に寄与し、より周辺地域へ

の環境負荷の軽減を図ることができるという観点から、バイオマス、プラス、焼却方式のほうが

南但地域に適しているとの結論に至ったようであります。 

平成２５年４月からは、南但クリーンセンターの供用を開始しておりまして、平成２５年４月

から平成２６年３月までのごみ搬入量は１万４，０４６トンであります。焼却量は１万

１，５７２トンになっております。また、発電設備は平成２５年７月から運転を開始しておりま

して、平成２６年３月までの発電量は１３９万１，７５０キロワットであり、売電量は１１０万

７，０４０キロワットであります。メタン発酵によるバイオガスは１００％バイオガスでありま

すので、売電価格は２０年間にわたり１キロワット当たり、税抜きの３９円ということでありま

す。売電により得る収入は、南但クリーンセンターの維持管理費に充当し、年間コストの削減を

しているということでありました。 
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この南但クリーンセンターのごみ処理方式は、宮津与謝環境組合から提案されているストーカ

プラスバイオガス化方式と同じごみ処理方式でありますので、大変参考になりました。 

次に、７月２９日に新ごみ処理施設に係る生活環境衛生調査結果の説明会がございました。 

調査結果は、既に各議員にも配付されており、与謝野町議会の全協でも説明がされております。

この調査結果報告書は、８月から１カ月間の縦覧を行っておりまして、縦覧場所は、宮津与謝環

境組合、宮津市役所、伊根町役場、与謝野町住民環境課の４カ所と、そのほかにも吉津地区公民

館と石川地区公民館に図書として設置してあります。 

この説明会の終了後、全員協議会が開催されました。６月に宮津市議会選挙がありましたので、

新しく組合議員になられました宮津市議会議員４名の紹介がございました。 

そして、次に議題の１の新ごみ施設基本計画についての説明では、施設の規模設計等の算定に

かかわる前提条件として、稼働目標を平成３０年の人口規模４万４，０００人の排出量を基準と

して考え、設置場所、ごみ処理品目、処理能力、煙突の高さ、排出ガス量、施設の概要、廃棄物

運搬車両等の説明がされました。 

その中で、宮津与謝環境組合では、ストーカ方式、プラス、バイオガス化方式のごみ処理方式

を検討していくという報告がなされました。また、事業方式はＤＢＯ方式、すなわち公設民営方

式を採用することと、公設民営方式導入のメリットについても説明がなされました。 

議員からは、バイオガス化方式について、発電だけではなく、ガス燃料としても使えるような

研究をしてはとか、この方式のメリットは示されているが、デメリットが示されていない等の質

問がございまして、また、ＤＢＯ方式についても議員から質問が多く出ておりました。このＤＢ

Ｏ方式につきましても、与謝野町議会の全協の中で報告されておるとおりでございます。 

次に、議題の２では、議長選挙についての説明があり、申し合わせにより議長は、宮津市議会

議員より選出するという説明がされました。 

それから、全協の終了後、平成２６年第３回宮津与謝環境組合議会臨時会が開催されましたの

で、その報告をいたします。 

初めに、宮津市市長選挙もありましたので、井上市長が管理者を引き続きされる報告がござい

ました。 

次に、議題１に、議長の選挙が上がっておりまして、安達稔議員が推挙されました。 

次に、平成２６年度宮津与謝環境組合一般会計補正予算（第１号）が議題とされ、提案理由が

説明されました。 

内容は、補正予算の歳入歳出ともに１，００１万円を増額するものであり、総額を

８，２９４万６，０００円とするものであります。 

補正予算の歳出では、生活環境衛生調査における４月以降の動植物調査の追加や、消費税増に

伴う差額分など、３業務合わせた３１７万円の増額が計上されておりました。さらに、新ごみ処

理施設については、公設公営の事業方式を想定して施設建設工事を実施するための発注仕様書等

作成業務として今年度当初予算に計上されておりましたが、事業方式を公設民営のＤＢＯ方式に

したことに伴い、事業者選定アドバイザリー業務の実施が必要となることから、委託業務を変更

することとし、その差額である６８４万円を合わせた１，００１万円の委託業務の差額計上がさ

れております。 
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歳入では、歳出総額の増額に伴い、各市町の分担金について人口割により９１９万

２，０００円増額が計上されております。各市町の分担金の増額分は、宮津市３９９万

９，０００円、伊根町４８万７，０００円、与謝野町４７０万６，０００円であります。 

一般会計補正予算については、特に質疑もなく全員賛成で可決いたしました。 

以上で、宮津与謝環境組合議会の報告といたします。 

議  長（田博文） 次に、京都府後期高齢者医療広域連合議会の報告をお願いします。 

多田副議長。 

副 議 長（多田正成） それでは、後期高齢者医療広域連合議会の報告をさせていただきます。 

去る８月２２日、京都ＣＯＣＯＮ烏丸第１会議室におきまして、平成２６年度第２回定例会が

開催されまして、出席をさせていただきました。 

午後１時から全員協議会が開催されまして、一つ目に副広域連合長の選任について、二つ目に

は、広域連合議会の運営についてであります。 

その中で、一つ目の議案の取り扱いについて、従来は移送していた議案を全員協議会で配付し、

説明の場を設けることになりました。 

二つ目に、全員協議会の位置づけについて、全員協議会を地方自治法第１００条第１２項の規

定する議会協議、または、調整を行うための場として全員協議会への出席議員の公務扱いとなり

ました。以上が全協での協議事項であります。 

次に、１時半より本会議に入り審議いたしました。人事案件１件、平成２６年度補正案件１件、

平成２５年度歳入歳出決算案件が２件ありまして、一般会計と特別会計となっております。 

それから、次に条例の一部改正案でございます、それが１件。 

それから、議員発議１件であります。まず、人事案件でありますが、ご存じのとおり、本年

６月に宮津市長選挙が行われ、井上宮津市長が当選されましたので、後期高齢者医療広域連合副

広域連合長に指名推選されましたので、全員同意いたしました。 

次に、平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）であります。 

歳入、歳出それぞれ１３億３，８１０万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

３，０７９億３，８４９万６，０００円とするものであります。 

歳入は、前年度繰越金であります。歳出は基金交付金返還金であります。全員賛成で可決いた

しました。 

次に、平成２５年度後期高齢者医療一般会計歳入歳出決算については、収入済額１０億

７，５１６万９，５７２円、支出済額１０億２，５５８万９，８７３円の歳入歳出差引額

４，９５７万９，７１９円の黒字決算であります。そのうち２，５００万円が基金繰り入れとな

っています。反対５名、賛成２２名、賛成多数で可決いたしました。 

次に、平成２５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、収入済額３，１３４億

７，０５３万８，３７０円、支出済額２，９７４億２，９１６万８，２７３円、歳入歳出差引額

１６０億４，１３７万９７円の決算となりました。採決の結果、反対５名、賛成２２名で、賛成

多数で可決いたしました。 

次に、後期高齢者医療に関する条例の一部改正であります。平成１９年条例第３２号の附則の

改正でありました。全員賛成で認定いたしました。 
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次に、議員発議、被扶養者の保険料９割軽減の特別措置の存続を求める意見書についてであり

ますが、賛成６名、反対２１名、賛成少数により不採択となりました。以上、簡単ですが、後期

高齢者医療広域連合議会の報告といたします。 

議  長（田博文） 次に、京都地方税機構議会の報告、そして、議長報告を私のほうからさせていた

だきますので、もうしばらくおつき合いをいただきたいと思います。 

８月３０日でございますけれども、京都地方税機構の議会がございました。平成２５年度決算

でございます。 

歳入が２２億６，５１２万円、歳出が２２億５，９１０万円、６０１万円の黒字となっており

ます。歳入の９９．２％を占める構成団体の負担金でございますけれども、それは２２億

４，７２６万４，０１１円ということでございます。 

それから、歳出でございますけれども、歳出の９９．９％、ほとんどを占めておりますのが派

遣職員人件費負担金、そして、電算システムの保守に要する経費、電算機の借上料でございます。

税機構で平成２５年度に移管を受けましたのは２５０億２，６００万円、現年課税分が１０８億

８，３００万円、滞納繰越分が１４１億４，３００万円でございます。それに対しまして、徴収

業務を進め１１４億４，８００万円を収納いたしました。 

前年度比では、移管額が２１０億７，２００万円の減少でございますけれども、収納額は３億

４００万円減収となり、収納率は現年課税分１．９ポイント、滞納繰越分２．２ポイント、合計

で２．５ポイントの向上をしています。 

以上が、税機構でございます。 

続きまして、議長報告でございます。 

８月６日、７日と府内の１１町村の議長会で、管内視察がございました。私と奥野局長と出席

をさせていただきました。 

精華町に行かせていただきました。精華町にあります学研都市の企業進出の状況、そして、分

譲住宅の状況を視察をさせていただきました。企業については、３社視察をさせていただきまし

て、現場も見せていただきました。それから、住宅につきましては、うちの町からしますと、こ

れは真逆の悩みだなというふうに思って聞いておりましたけれども、人口がふえると学校が追い

つかない。ですから、分譲宅地も学校の様子を見ながら販売していると、このような状況といい

ますか、説明を聞かせていただきまして、こんな町もあるんかなと、同じ京都府でございますけ

れども、なかなか私たち南部の状況というのは、わかりづらいわけでございますけれども、精華

町に行かせていただきまして、こんな町もあるんかなというふうなことを見させていただき、聞

かせていただきまして、勉強させていただきました。 

それから、議長会の決算の審議がございまして、歳入で２，８０６万７，９５７円、歳出で

２，７６９万８，８２５円、差し引き３６万９，１３２円の黒字となっております。事業内容は、

特に例年と変わっておりません。分担金、負担金の収入は４００万８，０００円であります。そ

の中身ですけれども、各町村の割合というのが決まっております。それは４０％が、いわゆる町

村割ということで、６０％が人口割ということになっております。 

以上、簡単ですけども、報告とさせていただきます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 
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次に、日程第４ 報告第１０号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めるこ

ついて）を議題とします。 

直ちに報告を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、報告第１０号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自

治法の定めにより専決処分をいたしましたので、その内容につきましてご報告を申し上げます。 

専決処分の対象となりました事故は１件でございます。 

平成２６年６月１２日、午前１０時１５分ごろ京都府京都市上京区東堀川通下長者町下る３－

７のルビノ京都堀川駐車場内におきまして、与謝野町が保有をする公用車が相手方の所有者であ

るバスに接触するという事故が発生をいたしました。 

幸いにも相手方車両は無人であり、また、公用車の運転手にもけがはありませんでしたが、公

用車はリアバンパー、相手方車両はフロントバンパーが破損をしてしまいました。 

この事故について、当町で加入する保険会社と相手方で協議をいたしました結果、過失割合を

当方が１００％、相手方が０％とした上で公用車が加入をする対物共済から、相手方所有物の損

害額であります２５万４，７４２円を相手方に支払い、一方の公用車については、損害額９万

２，４７０円に対して、車両共済金額は２６５万円となりますので、その損害額全額を、当町が

加入をする一般財団法人全国自治協会災害共済事業自動車損害共済保険の車両共済から負担をす

るものとして示談が成立したものでございます。 

この示談の協議を受け、地方自治法の定めによりまして専決処分をさせていただき、このよう

にご報告を申し上げた次第でございます。また、本案は当方１００％の過失割合でり、今後は一

層安全運転に努めるよう職員に指導してまいる所存でございます。 

以上、簡単にご説明をし、ご報告といたします。 

議  長（田博文） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それでは、報告第１０号について、少しお尋ねしたいと思います。 

まず、今回の事故は、幸いなことに物損事故で、人身には関係なかって、これは不幸中の幸い

かなというふうに思っておりますが、私が議員になりましてから、いろんな報告の中で、マイク

ロバスの、いわゆる物損事故というのは初めてじゃないかなと思いますが、この点はいかがでし

ょうか。担当課でもわかりましたらお知らせ願いたいと思いますが。 

議  長（田博文） 浪江総務課長。 

総務課長（浪江 学） お答えいたします。きょう、実は本会議の後で全員協議会をお世話にしていただ

く予定になっておりますが、その中でも申し上げることになるんですけども、合併しましてから

現在まで９７件の交通事故が発生をしております。非常に多い件数でございますので、一度、そ

の点検をしてみませんと、マイクロバスが過去に事故があったかどうか確認できておりませんの

で、一度させていただきたいというふうに思っております。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 私の記憶では、議員になってからは、なかったかなというふうに思っております。 
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そこで、マイクロバスの運転手が、運転が、そのとおり主な業務で毎日多くの住民などを目的

地に運んでいただいておりまして、町にとっては非常に重要な仕事をしていただいております。 

私たちもお世話になり、感謝をしているわけですが、今というか、最近ですね、いろんな報道

でも非常に問題になっておりますのは、バスの運転手が抱える健康リスクというのがあります。

昨年も今年も、今年に至っては北陸自動車道でバスが、駐車場だったと思いますが、ぶち当たっ

ておりますし、昨年も東北自動車道でも死亡事故が起きたりしております。 

そういうわけで、今回の事故とは直接関係ないかもわかりませんが、与謝野町の運転者の健康

管理ということについて、どのような形で行っておられるか、その点をお聞きしたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江総務課長。 

総務課長（浪江 学） お答えいたします。今回の、今、報告をしました事故につきましては、６月

１２日に発生をしております。 

マイクロバスの運転につきましては、運転日ごとに日報を報告していただいておりますので、

運転手の勤務状況というのは、刻々把握をさせていただいております。今回の場合も、ともすれ

ば過労などが起因しているのではないかというようなところも見るために、その日報を確認させ

ていただいておりますけれども、その６月１２日の前２日、休息日をとっておりますので、そう

いった体調については万全であったのはないかというふうに思っておりますし、本人も、そのよ

うに報告をしていただいております。 

これは、マイクロバスにかかわらず、公務における職員の公用車の運転について体調管理、健

康管理、そして、安全運転に心がけるようにしていかなければならないということで、安全対策

を強化していくという方針を持っているところでございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 今回の事故の前後のいきさつについては、今、お伺いしたとおりですけれども、

報道などで非常に問題視されておりますのは、運転者は病気歴というんですか、いろんな疾患が

あるときに、それが突然出てきて意識を失ったり、そういうふうなことの報告が多々あっており

ます。 

そういうわけで、もう１点お尋ねしたいのは、いわゆる専門に運転をされている、こういうマ

イクロバスの運転手の方についての健康診断というんですか、そういうものについては業務、運

転を主にするバス会社とか、いろんな交通機関の企業については、定期的な健康診断を義務づけ

ているわけですが、与謝野町の場合には、そういう健康診断というものはなされているのか、い

ないのか。その点についてお尋ねしたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江総務課長。 

総務課長（浪江 学） お答えいたします。マイクロバスの運転手につきましても、臨時職員ではござい

ますけれども、年に１回の定期健康診断を受けていただいているという状況でございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 年に１回の定期健康診断を受けておられるということで、いろんな部分で、特に

運転手さん、朝早く運転に出られるときは、やはり職員と全然顔を合わさずに仕事に出られるこ

ともあったりするかなと思ったりしております。 

そういう部分で、なかなかその日の体調が見分けにくいこともあったりすると思いますし、ぜ
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ひ、その健康面についての把握ということは十二分にやっていただきたいと、このように思いま

す。以上、質問を終わります。 

議  長（田博文） ほかに質疑はありませんか。 

小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、質問をいたします。１００％過失があったということでございますけ

れども、まず当町、ご報告をいただいておりました合併以来９７件の事故が発生をしているとい

うことでございましたけれども、この９７件の事故について、非常に、私どもが議員をさせてい

ただいてから、報告の中で驚いているわけですけれども、これに対する、要は事故防止の対策と

して、当町がとってこられた。そして、今後、実施をして、安全対策をどのようにして事故防止

をしていこうかという事故防止策をとっておられるのか、今、具体的に考えておられるのか、そ

の点についてお聞きをしたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江総務課長。 

総務課長（浪江 学） お答えいたします。こういった定例会のたびに専決処分報告並びに議案として、

職員の公務における交通事故が毎回のように発生をし、報告をさせていただいてきております。 

そこで、これまで、この議場でも、いろいろと注意をいただきまして取り組んできましたこと

としては、発生しましたときに、事故報告をさせるのはもちろんなんですけども、それが、どう

いった状況下にあったかというところのヒアリングシートを新たにこしらえて、それによって聞

き取りをしてくるということを、新たに取り組みをさせてもらってきているということでござい

ます。 

それから、とはいいましても、なかなか、本当に合併以来９７件というのは、非常に大きな数

字で、京都府内でも多いほうに位置づけられるということもございまして、この後、全員協議会

でもご報告をさせていただくわけでございますけども、公務における職員の交通事故撲滅宣言を

発しまして、一人一人の心がけを強化していきたいと。そしてまた、いろいろな安全運転に係る

取り組みを行っていきたいということを考えているところでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） ぜひともですね、職員の、臨時職員も含めまして、その教育の徹底をしていただ

きたいというふうに考えているところです。 

民間の企業では、こういったことがございましたら、当然にして始末書、そして懲戒、実費弁

償、そういったことが、１００％過失の場合には要求をされてくるということか当たり前になっ

ているというふうに考えております。そういった意味で、この当町におきましては、この実費弁

償とか、そういったことが過去に、この９７件の中でなされたのか、なされていなかったのか、

その実態についてちょっとお伺いをしておきたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江総務課長。 

総務課長（浪江 学） お答えいたします。９７件、押しなべまして一言で言いますと、職員の不注意と

いうことが原因であろうかというふうに思っております。中には、数件ですけれども、とめてい

た公用車に第三者が接触して起こした事故も、９７件の中には含まれておりますけれども、ほと

んどが、そのようなケースでございます。 

しかしながら、重い過失によって起こした事故ではなく、通常の前方不注意なり後方不注意な
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り、そういった通常の過失に基づく事故でございますので、本人への求償ということは１件もな

いということでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 本当に過失割合が、重過失でなく軽微な過失と、どちらかというと、うっかりの

軽微な事故であったということであろうと思いますけれども、そのうっかりが大きな事故につな

がるということも、やっぱり認識しておかなければいけないことだというふうに、やっぱり考え

ます。そういった意味では、ヒヤリハット的な運動、そして教育、そういったものを十分に、臨

時の方々の職員、また、一般の職員含めまして、徹底的な職員研修を実施していただきますよう

に、求めておきたいと思います。 

以上、終わります。 

議  長（田博文） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（田博文） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します 

これで報告第１０号を終わります。 

ここで１１時５分まで休憩します。 

（休憩 午前１０時５０分） 

（再開 午前１１時０６分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を続行します。 

次に、日程第５ 議案第９４号 専決処分の承認を求めることについて（与謝野町固定資産評

価審査委員会委員の選任について）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、議案第９４号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、

専決処分を報告し、承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 

固定資産評価審査委員会委員につきましては、６名の委員にお世話になっておりますが、その

うちの牛田敏子委員が、去る７月８日にお亡くなりになられ、委員が欠けることとなりました｡ 

つきましては、地方税法第４２３条第４項の規定により、委員が欠けた場合は、遅滞なく当該

委員の補欠の委員を選任することとなっておりますので、その補欠の委員として、藤井康一氏を

選任し、７月２３日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 

なお、任期は、専決処分をさせていただいた平成２６年７月２３日から牛田敏子委員の在任期

間である平成２７年６月３０日までとなっております。 

藤井康一氏におかれましては、人格高潔で固定資産評価審査委員会委員として、最適任者と認

めるものでございます。 

よろしくご審議をいただき、ご承認賜りますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（田博文） 質疑なしと認め、質疑を終結します 
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討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（田博文） ご異議なしと認め、これより議案第９４号を採決します。 

本案について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（田博文） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９４号 専決処分の承認を求めることについて（与謝野町固定資産評価審査委

員会委員の選任について）は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、日程第６ 議案第９５号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第９５号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法の定め

により、議会の議決を求めるものでございます。対象となります事故は１件でございます。 

平成２５年１０月１７日、午後０時２７分ごろ、与謝野町字男山７５番地２先の主要地方道網

野岩滝線と町道ズメ線との交差点内におきまして、公用車と相手方運転の車両が接触をし、さら

に相手方の車両が、道路外に設置をしてある第三者の保有をする車庫に追突してしまうという事

故が発生をいたしました。 

この事故について、当町が加入をする保険会社と相手方が加入をする保険会社で協議をしまし

た結果、過失割合を当方が８０％、相手方が２０％とした上で示談手続を進めてまいったもので

ございます。既に車両分及び車庫については示談が完了し、今回は、最後に残っております相手

方の人身に係る示談でございます。 

人身に係る損害額については、双方の保険会社で協議をした結果、総額は１０６万

１，８７４円で、自賠責保険の支払い限度額である１２０万円内の範囲内となっております。自

賠責保険で負担できる内容は、人身に係る損害額に限ることとされており、相手方の治療関係費、

文書料、休業損害、慰謝料を賠償させていただきたく考えております。 

なお、自賠責保険の範囲内で支払われます損害額については、事故の過失割合が８０％と

２０％でありましても、直接的に、そのまま適用されるものではなく、全額を当町が賠償しよう

とするものでございます。 

自賠責保険とは、その性質上、被害者保護を第一の目的としていることから、被害者に重大な

過失があった場合にのみ、被害者の過失割合に応じて、損害額に一定の減額がされることはあり

ますが、今回のケースでは相手方の過失割合が７０％未満でありますので、損害額に減額はなく、

相手方の損害額１０６万１，８７４円全額を、当町が加入をする自賠責保険から賠償するものと

して、現在、示談を進めているものでございます。 

この事故によりまして、示談の協議を受け、地方自治法の定めによりまして議会の議決を求め

るものでございます。なお、今後は一層丁寧な運転に努めるよう、職員に指導してまいる所存で

ございます。 

議  長（田博文） 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第７ 議案第９６号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
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に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第９６号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定についてご説明を申し上げます。 

この議案は、平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成立をし、質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保、地域における子ども・子育て支援の充実を

図るため、子ども・子育て支援制度が創設をされました。 

新制度では、国の基準を踏まえて市町村が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

について、条例で基準を定めることと規定されたことに伴い、この条例を制定するものであり、

平成２７年度から運用開始となるため、平成２６年度中に周知も含め、条例を制定する必要がご

ざいます。条例の詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、

ご承認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） それでは、議案第９６号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の制定について、ご説明を申し上げます。 

この条例は、保育所・幼稚園・認定こども園等が、平成２７年度から開始される施設型給付及

び地域型保育給付を受けるための基準となります。各規定の主な内容につきましては、議案資料

に基づき主な条文のみご説明をさせていただきます。 

議案資料の３ページをごらんください。まず、用語の解説を簡単にいたします。 

最初に、支給認定についてですが、施設型給付を受ける子供を三つの支給部分に応じて認定を

します。主に、幼稚園や認定こども園で教育標準時間である、おおむね５時間程度を利用する子

供を１号認定とします。次に、主に保育所や認定こども園の保育短時間、これは８時間程度でご

ざいますが、保育標準時間、これは１１時間程度の利用をする子供を２号認定とします。次に、

満３歳未満で保育所・認定こども園・小規模保育等で、保育短時間か保育標準時間の利用する子

供を３号認定といたします。 

次に、教育・保育施設ですが、これは認定こども園・保育所・幼稚園を足し、町から施設型給

付の対象として確認を受けた施設を特定教育・保育施設とします。 

続きまして、地域型保育事業ですが、小規模保育事業、家庭的保育事業など４形態があり、町

から地域型保育給付の対象と確認を受けた者を特定地域型保育施設とします。 

次に、内閣府令で定める基準についてですが、条例において必ず適合をさせなければならない

従うべく基準と、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容される参酌すべき基準がご

ざいます。 

それでは条文の説明を行います。第２章の特定教育・保育施設の運営に関する基準についてご

説明いたします。 

議案資料の４ページをごらんください。まず、第４条第１項は利用定員に関する基準を定めて

おり、保育所と認定こども園については２０人以上としています。なお、幼稚園は定員の下限は

ございません。また、第２項の利用定員については、１号認定、２号認定、３号認定の区分ごと
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に定めることとし、３号認定については、さらに１歳未満と１歳以上に区分して定員を定めなけ

ればならないこととしております。 

次に、第６条第１項は、正当な理由のない提供拒否の禁止を定めています。 

同条第２項では、定員を超える申し込みがあった場合の選考について規定するもので、１号認

定の場合は、抽せん、申し込み順による決定方法など、その他公正な方法により、また２号認定、

３号認定の場合は、保育の必要の程度や家族等の状況を勘案し、保育の必要性が高いと認められ

る子供が優先的に利用できるよう選考しなければならないとしています。なお、選考方法につい

ては、あらかじめ保護者に明示しなければならないとしております。 

続きまして、第７条についてご説明いたします。子ども・子育て支援法、第４２条第１項の規

定により、市町村は保護者の教育・保育にかかわる希望や子供の養育の状況等を勘案し、適切に

特定教育・保育施設が利用できるようにあっせんを行うとともに、特定教育・保育施設の設置者

に利用の要請を行うものとするとされておりますが、条例第７条では、施設設置者は市町村のあ

っせん及び要請に協力しなければならないとしております。 

第１３条第１項は、利用者負担額の受領について規定をしております。特定教育・保育施設は、

保護者から町が定める利用者負担額の支払いを受けるものとしています。 

同条第３項は、教育・保育の質の向上を図る上で、特に必要であると認められる費用について

上乗せ徴収ができる旨を規定しています。その費用としましては、教諭や保育士配置の充実など

によるものが想定されております。 

第４項では、文房具費、行事参加費用、給食費、通園送迎費などの実費徴収について規定をし

ております。なお、上乗せ徴収、実費徴収については、あらかじめ保護者に説明を行い、同意を

得ることとしております。 

第１５条は、特定教育・保育の取扱方針を規定しております。幼保連携型認定こども園は、幼

保連携型認定こども園教育・保育要領に、幼稚園は幼稚園教育要領に、保育所は保育所保育指針

に基づくこととしております。 

第１６条は、特定教育・保育に関する評価について規定し、定期的に保護者や外部の者による

評価を受けて、結果の公表をすることとしております。 

第２０条は、施設の目的や運営方針、提供する特定教育・保育の内容、利用定員、利用者負担

金等、重要事項を定めた運営規定の設置について規定をしております。 

続きまして、第３章の特定地域型保育事業の運営に関する基準の説明を行います。 

議案資料の７ページをごらんください。 

第３７条は、特定地域型保育事業の利用定員を規定しています。家庭的保育事業は５人以下。

小規模保育事業Ａ型、Ｂ型は６人以上、１９人以下。同Ｃ型は６人以上、１０人以下。居宅訪問

型保育事業は１人と規定をしております。なお、それぞれの事業所は、満１歳未満と満１歳以上

の区分ごとに定員を定めなければなりません。 

第４２条は、特定地域型保育事業者が連携協力を行う特定教育・保育施設を確保することを規

定しております。また、居宅訪問型事業を行うものは、乳幼児の保育を行う場合は、あらかじめ

連携する障害児入所支援施設等を確保しなければならないと規定しております。 

その他利用者負担取扱方針、保育に関する評価、運営規定等については特定教育・保育施設の
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運営に関する基準と同様ですので、割愛をいたします。 

以上、まことに簡単でございますが、説明といたします。よろしくご審議いただき、ご承認い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第８ 議案第９７号 与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第９７号 与謝野町家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてご説明を申し上げます。 

この議案は、平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成立をし、質の高い幼児期の学校教

育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保、地域における子ども・子育て支援の充実を

図るため子ども・子育て支援制度が創設をされました。 

新制度では、国の基準を踏まえて、市町村が家庭的保育事業などの設備及び運営について、条

例で基準を定めることと規定されたことに伴い、この条例を制定するものであり、平成２７年度

からの運用となるため、平成２６年度中に、周知も含め条例の制定をする必要があるところでご

ざいます。 

条例の詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認い

ただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） それでは、議案第９７号 与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定についてご説明を申し上げます。 

この条例は、家庭的保育事業などの地域型保育事業については、町が事業所認可を行うことに

なりますので、その基準を定めるものでございます。各規定の主な内容につきましては、議案資

料に基づき主な条文のみご説明をさせていただきます。 

議案資料の１１ページをごらんください。 

まず、第５条でございますが、家庭的保育事業者等の一般原則を規定しており、国基準と同一

の基準を定めております。 

第６条は、本事業は、原則として３歳未満の児童を対象とした事業ですが、その事業における

保育が終了した子供に対しても引き続き必要な保育が提供されるように保育所、幼稚園と連携協

力を図り、必要な保育を確保するよう規定しております。 

議案資料の１２ページをごらんください。 

第１８条は、家庭的保育事業所等の運営規定について規定しております。家庭的保育事業者等

は、事業の目的や運営の方針など、運営規定を明確にして事業を実施しなければならないことと

規定しており、その内容につきましては、国基準と同一としております。 

続きまして、第２２条でございますが、家庭的保育事業の設備の基準を規定しております。家

庭的保育事業は、家庭的な雰囲気のもとで定員６人以下の少人数を対象に、きめ細やかな保育を

実施する事業でございます。家庭的保育事業の保育室については、一人当たり３．３平方メート
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ル以上とすることを基本としています。また、屋外遊技場に関しては、同一敷地内に遊戯等に適

当な広さの庭を求めるとともに、家庭的保育が小規模な事業であることから、他の法的施設の敷

地、その他の付近の代替地でも可能としております。また、調理設備の衛生にかかわる基準は、

利用乳幼児の健康を保つために必要であるため必須としております。 

第２３条は、家庭的保育事業の職員の基準を規定しております。家庭的保育の職員の資質を確

保するために保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると認められるものとして、必要

な研修の終了を求めることを基本としております。また、職員の配置についても、家庭的保育者

一人に対して、乳幼児の数は３人以下、家庭的保育補助者とともに保育をする場合については

５人以下と規定するものでございます。 

第２４条は、家庭的保育事業の保育時間を規定しております。保育時間は、１日８時間を原則

とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して定めることを規定しております。 

第２５条は、家庭的保育事業の保育の内容について規定しております。内容については、町内

の公立保育所と同様に、厚生労働大臣が定める保育所、保育指針に準じて保育を提供するものと

規定しております。 

議案資料の１４ページをごらんください。 

第２７条は、小規模保育事業をＡ型、Ｂ型、Ｃ型の三つの型に分けることとして規定をしてお

ります。小規模保育事業は比較的小規模で、家庭的保育事業に近い雰囲気のもとで、定員６人か

ら１９人の間できめ細やかな保育を実施します。区分ごとに職員数、保育従事者の資格要件、面

積等が異なりますので、区分ごとに規定をしております。 

第２８条からは、小規模保育事業Ａ型について具体的な基準を規定しております。第２８条は、

設備の基準を規定しております。主な内容としましては、０歳から１歳児の乳児室、保育室を設

けることとし、その面積は乳児、または、幼児一人につき３．３平方メートル以上とすること。

２歳児については保育室、遊戯室を設けることとし、その面積は幼児一人につき１．９８平方メ

ートル以上としております。また、２歳以上の幼児を対象とする施設については、屋外遊戯場を

設けることとして規定しております。 

第２９条は、職員の基準を規定しております。保育を行う職員は、保育士の資格のあるものと

します。保育士の数は、認可保育所と同様に０歳児については、幼児３人に一人の保育士、１歳、

２歳児については幼児６人に対して、一人の保育士とした上で、全体の職員配置は小規模事業の

特性を踏まえ、保育に従事する職員を一人追加配置することとしております。なお、同条第２号、

第３号、第４号は地域の保育体制等の事情により、３歳以上の児童に対する保育を小規模保育事

業で行う場合の職員配置を規定をしております。 

続きまして、第３０条は、保育の時間、保育の内容、その他の規定について、家庭的保育事業

の内容を準用することを規定しております。 

続きまして、第３１条からは、小規模保育事業Ｂ型について具体的な基準を規定しております。 

第３１条は、職員の基準を規定しております。保育を行う職員は、Ａ型と同様とし、その２分

の１以上を保育士の資格のあるものとします。なお、同条第２項第３号、第４号は地域の保育体

制等の事情により、３歳以上の児童に対する保育を小規模保育事業で行う場合の職員配置を規定

しております。 



－26－ 

第３２条では、保育の時間、保育の内容、その他の規定について、家庭的保育事業の内容を準

用することを規定しております。 

第３３条からは、小規模保育事業Ｃ型について、具体的な基準を規定しております。 

第３３条は、設備の基準を規定しております。主な内容としましては、小規模保育事業Ａ型と

同じですが、２歳以上の保育室と遊具室についても、その面積を、幼児１人につき３．３平方メ

ートル以上としております。 

第３４条は、職員の基準を規定しております。Ｃ型の保育従事者は、家庭的保育者、これは町

長が行う研修を終了した保育士、または、保育士と同等以上の知識及び経験を有する者のうち、

町長が認める者ということでございます。家庭的保育者一人が保育することができる乳児の数は

３人以下としております。なお、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、５人以下と規定

をしております。 

第３５条は、利用定員の基準を規定しております。児童福祉法第６条の３第１０項では小規模

保育事業所の定員は６人以上、１９人以下とされており、Ａ型、Ｂ型については、その規定に基

づきますが、Ｃ型につきましては、その規定にかかわらず厚生労働省令、これは国が示しておる

基準でございますが、省令どおり６人以上、１０人以下としております。 

第３６条は、保育の時間、保育の内容、その他の規定について家庭的保育事業の内容を準用す

ることを規定しております。 

議案資料の１７ページをごらんください。 

第３８条からは居宅訪問型保育事業について規定をしております。居宅訪問型保育事業は、住

みなれた居宅において、１対１を基本とする保育を実施する事業でございますが、対象となる保

育は障害疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難である乳幼児に対する保育等を想定し

ております。 

第３８条は、居宅訪問型保育事業の設備及び備品について規定をしております。保護者の居宅

において保育を行う事業の特性上、設備、面積基準を設けないことを基本としております。 

第３９条は、居宅訪問型保育事業の職員基準を規定しております。居宅訪問型保育事業の保育

者は家庭的保育者とし、家庭的保育者一人に対して一人の乳幼児を基本としております。 

第４２条からは、事業所内保育事業について規定をしております。第４２条は、利用定員につ

いて規定をしております。事業所内保育所は、企業が主として、従業員への仕事と子育ての両立

支援策として実施するものです。事業所内保育所については、従業員枠の子供に加えて、地域に

おいて保育を必要とする子供を受け入れることが必要としております。 

第４３条は、設備の基準について規定しております。事業所内保育事業は保育所型定員２０人

以上と、小規模型定員１９人以下があります。本条は、保育所型定員２０人以上の設備の基準を

定めております。主な内容としましては、０歳から１歳の乳児室、保育室等を設けることとし、

乳児室の面積は、一人につき１．６５平方メートル以上とすること。保育室の面積は一人につき

３．３平方メートル以上としております。 

第４４条は、保育所型事業所内保育事業の職員の基準を規定しております。保育所型について

は、定員数が２０人以上であることから、保育所の基準に準じて規定をしております。 

第４７条は、小規模事業所内保育事業の職員の基準を規定しております。小規模型については
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一般的な事業規模として、小規模保育事業と同程度になるため、この事業の基準と整合性を図っ

て規定しております。 

第４８条は、保育の時間、保育の内容、その他の規定について、家庭的保育事業の内容を準用

することを規定しております。 

大変長くなりましたが、以上で、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただき、

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第９ 議案第６７号 与謝野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第６７号 与謝野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について、提案説明を申し上げます。 

この議案は、平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成立をし、質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保、地域における子ども・子育て支援の充実を

図るため、子ども・子育て支援制度が創設をされました。 

新制度では、国の基準を踏まえて、市町村が放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、

条例で基準を定めることと規定されたことに伴い、この条例を制定するものであり、平成２７年

度から運用開始となるため、平成２６年度中に周知も含め条例を制定する必要がございます。 

条例の詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認を

いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） それでは、議案第６７号 与謝野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例について、ご説明を申し上げます。 

この事業は、いわゆる学童保育ということでご理解をいただきたいと思います。この条例は、

事業者が提出をする設置届を町が受理する要件を定めるものでございます。各規定の主な内容に

つきましては、議案資料に基づき主な条文のみのご説明とさせていただきます。 

議案資料の２１ページをごらんください。 

まず、第５条でございますが、放課後児童健全育成事業の一般原則を規定しており、国基準が

本町の実情に適合し、かつ適正であると判断したことから、その基準と同一の基準を定めるもの

としております。 

現状との大きな変更点でございますが、従来の学童保育につきましては、小学校１年生から小

学校３年生まで、ただ、障害をお持ちの児童につきましては、４年生以上も受け入れをしており

ますが、基本的には３年生までということにしておりますが、今回の法改正で小学生全体に拡大

するものでございます。 

第９条は、設備の基準について規定をしております。専用区画の面積基準については、国の基

準に準じて、児童一人につき、おおむね１．６５平方メートル以上で整備するものとしておりま

す。 
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第１０条は、職員について規定をしております。放課後児童支援員の配置人数及び資格の要件

については、従うべき基準であるため、国基準のとおり定めるものですが、都道府県知事が行う

研修を終了したものとの規定につきましては、平成３２年３月末までの経過措置を附則で規定を

しております。 

具体的には、放課後児童支援員は一施設に２名以上配置としますが、そのうち一人を除き補助

員での代替を可能とします。なお、放課後指導支援員は、保育士、社会福祉士、教諭等とし、都

道府県が実施する研修修了者としております。また、支援の単位については、国基準のとおり規

定しておりますが、現在、事業を実施している一部の学童施設に定員５０名の施設があるため、

平成３２年３月末までの間は、支援の単位を５０名以下でも可とする経過措置を附則で規定をし

ております。具体的には、加悦の学童保育が５０名となっております。 

議案資料の２２ページをごらんください。 

第１４条は、事業の運営規定を規定しております。放課後児童健全育成事業者が事業の目的や

運営の方針など、運営規定を明確にして事業を実施しなければならないことと規定しており、そ

の内容につきましては、国基準が適正であると判断し、同一の基準を定めております。 

第１８条は、開所時間及び日数を規定しております。一日の開所時間については、授業の休業

日は８時間以上、休業日以外の日は３時間以上とし、年間の開所日は２５０日以上を原則として

おります。 

参考でございますが、現在、町で実施をしております学童施設では土曜日、学期休暇は午前

７時４５分から午後６時３０分までの１０時間４５分、休業日以外の日は午後２時から午後６時

３０分までの４時間３０分を開所しております。 

以上、まことに簡単でございますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１０ 議案第６８号 与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例の制定について

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第６８号 与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例の制定について、ご説

明を申し上げます。 

いじめ防止対策推進法が、平成２５年６月２８日に公布をされ、同年９月２８日に施行されま

した。 

いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、学校が一丸となって組織的

に対応することが必要ですが、いじめから一人でも多くの子供を救うためには、子供を取り囲む

大人一人一人が、いじめは卑劣な行為であるなどといった認識を持ち、それぞれの役割と責任を

自覚し、学校を含めた社会全体、社会総かがりでいじめの問題に対峙をし、基本的な理念や体制

を整備していく必要がございます。 

この議案は、いじめ防止対策推進法及び与謝野町いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等

のための対策協議や重大事態に係る調査などを行うため、与謝野町いじめ防止対策推進委員会を
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教育委員会の附属機関として設置をし、また、教育委員会、または学校が行う重大事態に係る調

査の結果について、再調査などを行う必要があると認めるとき、町長の附属機関として与謝野町

いじめ調査委員会を設置する必要があることから、別紙のとおり条例制定を提案させていただく

ものでございます。 

この組織の役割についてですが、教育委員会の附属機関となる与謝野町いじめ防止対策推進委

員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための調査研究や有効な対策を検討するた

め、専門的知見からの審議を行うなどの機能を持つことになります。 

次に、町長の附属機関となる与謝野町いじめ調査委員会については、教育委員会や学校が行う

重大事態に係る調査の結果について、重大事態への対応、または同種の事態の発生防止のために

必要と認めるときに公平性、中立性を確保して再調査を行うことになります。 

条例の詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認い

ただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 長島教育推進課長。 

教育推進課長（長島栄作） それでは、議案第６８号 与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例の制定

につきまして、ご説明申し上げます。 

ただいま町長から説明がございましたとおり、いじめ防止対策推進法が平成２５年６月２８日

に公布、同年９月２８日に施行となっており、同法第１２条では、地方いじめ防止基本方針を地

方公共団体が定めるよう努めるものとなっております。また、同法第１３条では、学校いじめ防

止基本方針を各学校が定めるものとなっております。 

町では、各学校がいじめ防止基本方針を定めるに当たり、町においてもいじめ防止基本方針を

定める必要があるとの考えから、５月に与謝野町いじめ防止基本方針を定めたところでございま

す。この町のいじめ防止基本方針に基づきまして、教育委員会の附属機関として、与謝野町いじ

め防止対策推進委員会を設置し、町長部局の附属機関として、与謝野町いじめ調査委員会を町長

部局に設置するものです。 

議案書６０ページからの条文に沿いまして、主な内容をご説明申し上げます。 

まず、第１章では教育委員会の附属機関と位置づけます与謝野町いじめ防止対策推進委員会の

組織について記述しております。 

第２条、所掌事務では、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止などのための対策や教育委

員会が必要と認める事項について調査審議を行い、答申や意見具申を行うこととしております。 

第３条、組織では、委員の委嘱について、学識経験のある者、その他教育委員会が必要と認め

る者のうちから、教育委員会が委嘱することとしており、委員には保健所や児童相談所、臨床心

理士、人権擁護委員などといった方々を想定いたしております。また、委員の人数は１０人以内

を想定いたしております。 

第４条では、委員の任期を２年といたしております。 

第５条では、委員長及び副委員長の選任について、規定をいたしております。 

第６条、会議では第３項で議事は出席した委員の過半数で決することを規定いたしております。 

第７条、臨時委員では特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委

員を置くことができる規定といたしております。 
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第８条、意見の聴取では、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者の会議への出席を

要請し、意見を聞き、また、資料の提出を求めることができる規定といたしております。 

第９条、庶務では、推進委員会の庶務を教育委員会事務局が行うこととしており、第１０条で

は、条例の委任について規定をいたしております。 

続きまして、第２章ですが、ここでは町長の附属機関の位置づけとなります与謝野町いじめ調

査委員会について規定をいたしております。 

第２条、所掌事務では、町長の諮問に応じて、また、法第２８条第１項の規定に基づきまして、

教育委員会や学校が行う重大事態に係る調査の結果について、重大事態の対処、または、同種の

事態の発生防止のために必要と認めるとき、公平性、中立性を確保して再調査することといたし

ております。 

第１３条では、調査委員会の庶務としては、町長部局において処理することといたしておりま

す。 

第１４条では、教育委員会の附属機関と町長の附属機関とで重なる内容となる条文について、

与謝野町いじめ調査委員会においても準用する規定としており、調査委員会の委員の人数につき

ましては、５人以内と規定をいたしております。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますよう、

お願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１１ 議案第６９号 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正につい

てを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第６９号 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、提

案理由の説明をいたします。 

母子及び寡婦福祉法について、題名を母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正する法律が平成

２６年１０月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

なお、今回の条例改正では、条文中の関連法律の題名を整理するもので、制度改正を伴うもの

ではございません。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（田博文） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（田博文） 討論なしと認め、これにて討論を終結します 

これより議案第６９号を採決します。 

本案については、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 
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（起立全員） 

議  長（田博文） 起立全員であります。 

よって、議案第６９号 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

次に、日程第１２ 議案第７０号 与謝野町営住宅条例の一部改正についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７０号 与謝野町営住宅条例の一部改正について、提案理由をご説明申し

上げます。 

中国残留邦人などの円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律が、平成２５年１２月１３日に公布をされ、平成２６年１０月１日から施行されること

となりました。 

それに伴い、法の題名が中国残留邦人などの円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改められることから、町営住宅の入居者資格の規

定などに関し、所要の改正を行うものでございます。 

よろしくご審議をいただき、ご承認いただきますよう、お願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１３ 議案第７１号 加悦奥辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７１号 加悦奥辺地に係る総合整備計画の変更について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

本計画は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律第３条

第１項の定めにより、議会の議決を得て計画を変更する必要があるものでございます。 

この法律に定める計画は、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ計画的な整備を促進する

ために必要な財政上の特別措置などを定め、辺地と、その他の地域との間における住民の生活文

化水準の著しい格差の是正を図ることを目的としています。 

この計画に基づいて事業を実施するものについては、財政上の優遇措置である辺地対策事業債

の対象事業として認められるものでございます。加悦奥辺地の総合整備計画につきましては、平

成２５年度に策定をし、有機物供給施設整備事業を進めてまいりましたが、今回、その有機物供

給施設整備事業の平成２６年度分を追加するとともに、平成２５年度分事業費の確定により、事

業費を変更するものであり３６４万３，０００円を増額し、１，４３９万３，０００円を計画す

るものでございます。 

以上、簡単にご説明を申し上げましたが、よろしくご審議をいただき、ご承認をいただきます

よう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１４ 議案第７２号 香河辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題としま
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す。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７２号 香河辺地に係る総合整備計画の変更について、提案理由のご説明

を申し上げます。 

香河辺地の総合整備計画につきましては、平成２４年度に策定をし、町道明石香河線改良事業、

冷凍米飯加工施設整備事業、簡易水道統合整備事業を進めてまいりましたが、今回、冷凍米飯加

工施設整備事業の平成２６年度分を追加をするとともに、明石香河線改良事業の平成２５年度分

の事業費の確定により事業費を変更するものであり、今回１，３６２万４，０００円を増額をし、

総額で４億８，９９０万１，０００円を計画するものでございます。 

以上、簡単にご説明を申し上げましたが、よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、

お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１５ 議案第７３号 岩屋西部辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７３号 岩屋西部辺地に係る総合整備計画の変更について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

岩屋西部辺地の総合整備計画につきましては、平成２３年度に策定をし、町道岩屋川線改良事

業、岩屋簡易水道整備事業を進めてまいりましたが、今回、岩屋川線改良事業の平成２６年度分

を追加をするとともに、平成２５年度分の事業費の確定により、事業費を変更するものであり、

今回、３０５万５，０００円を増額し、総額で１億６，７２７万９，０００円を計画するもので

ございます。 

以上、簡単にご説明を申し上げましたが、よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますよう

お願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

ここで昼食のため休憩します。 

午後１時３０分に再開します。 

（休憩 午前１１時５９分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を続行します。 

次に、日程第１６ 議案第７４号 財産の取得について（除雪ドーザ）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、議案第７４号 財産の所得について、ご説明を申し上げます。 

今回購入の除雪ドーザは、平成２７年度から町道などの除雪作業に使用するものでございます。

当機械は除雪をした雪を集積する空き地が少ない住宅密集地での除雪作業を予定しているため、
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除雪した雪を山積みにすることができるようにバケット使用にしております。 

概要につきましては、添付の議案資料にお示しをしておりますが、８月６日に３業者から見積

書を徴取しました結果、契約の相手方は志摩機械株式会社丹後営業所所長 白数道明、取得金額

は９２５万５，６００円で、うち消費税相当額は６８万５，６００円でございます。契約期間は、

本件議決日の翌日から平成２７年３月３１日までとするものでございます。 
詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議をいただき、ご承認い

ただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） それでは、議案第７４号の財産の取得について、除雪ドーザについて、説明をさ

せていただきます。 

議案資料の３７ページをお開き願います。平成２５年度で積雪寒冷地道路の見直しがございま

して、指定道路の延長増が国によりまして認められたことから、また、格納する車庫についても

めどが立ったことから、今回、除雪ドーザの８トン級を１台購入するものでございます。 

先ほど、町長のほうからもございましたように運搬、排雪をできるスノーバケットタイプを選

定をさせていただいております。３８ページにカタログの写しをつけておりますので、お目を通

していただけたらというふうに思っております。メーカーにつきましては、日立建機株式会社の

ものでございます。除雪の主要諸元につきましては、ここに書いてあるとおりでございますので、

省略をさせていただきます。 

取得金額９２５万５，６００円につきまして、そのうちの４００万円につきましては、社会資

本整備総合交付金を使わせていただきたいというふうに思っております。 

過日、ここでも説明をさせていただきましたけれども、７月１１日に見積もりを徴取させてい

ただきましたけれども、除雪期間に間に合わないというふうなこともございまして、再度、一旦、

クローズをさせていただいて、８月６日の日に見積もり徴取をさせていただいたというふうな内

容でございます。 

何とぞご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１７ 議案第７５号 三河内大橋・嘉久屋橋・嗎橋橋梁補修工事請負契約の締結

についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７５号 三河内大橋・嘉久屋橋・嗎橋橋梁補修工事請負契約の締結につい

て、提案理由をご説明を申し上げます。 

この工事は、平成２４年度に策定をいたしました与謝野町橋梁長寿命化修繕計画に基づいて、

従来の、悪くなってから補修、補強対策を行うという対症療法型の維持管理手法に、橋の傷みが

小さいときから計画的に補修、補強するという予防保全型の維持管理手法を取り入れ、順次、橋

梁の補修、補強を行うものでございます。 

工事概要につきましては、添付の議案資料にお示しをしておりますが、７月３１日に指名競争

入札を、参加業者１０社により執行いたしました結果、契約の相手方は、酒井工業株式会社、代
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表取締役 仲辻浩一、契約金額は５，２６３万９，２００円で、うち消費税相当額は３８９万

９，２００円でございます。工期は本件議決日の翌日から平成２７年２月２８日までとするもの

でございます。 

工事の内容につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議をいただき、承

認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） それでは、議案第７５号 三河内大橋・嘉久屋橋・嗎橋橋梁補修工事請負契約の

締結についてを説明をさせていただきます。 

橋梁の長寿命化計画は、路線の重要度、あるいは橋梁の重要度を考慮し、優先順位を決定し行

うものでございます。 

今回の三つの橋梁は緊急輸送道路でございます国道１７６号と市街地を結ぶ一級町道と二級河

川野田川が交差する部分にある橋梁でございます。 

議案資料の３９ページをお開きいただきたいと思います。工事名につきましては、先ほど申し

ましたように三河内大橋・嘉久屋橋・嗎橋橋梁補修工事でございます。 

工事場所につきましては、与謝野町字三河内他地内でございます。 

４０ページに位置図をつけておりますので、また、お目を通していただけたらというふうに思

っております。 

３の工事内容でございます。４１ページをお開きいただきます。三河内大橋につきましては、

平成元年度に架設を行った橋でございまして、右上のほう側に三河内大橋の当時の設計条件を付

記しておりますが、三河内大橋の上部工は標準断面図のとおり、合成構造となっております。主

桁は鋼の箱桁が３連設置する構造で、１連が２メートル２０の幅がありますので、３連で６メー

トル６０の幅となっています。その主桁の上に鉄筋コンクリートからなる床板が結合されており

まして、高欄があります重複分も入れて９メートル２５ございます。その上に車道と歩道部分に

アスファルトが施してあるというふうな構造になっております。 
今回、補修を行いますメニューにつきましては、クラック補修につきましては床板部分に発生

しておりますひび割れ補修を行うものでございます。 
次に、橋面防水工につきましては、床板に水が浸透しないというふうにさせていただきたいと

いうふうに思っておりまして、床板の表面に防水工事を行いたいというものでございます。舗装

工につきましては、先ほどの工事を行う場合には一旦、舗装を取り除く必要があることから、補

修工事をした後に舗装をかけるものでございます。 
次に、高欄塗装につきましては、架設後１回も、この高欄部の補修をしておりませんので、今

回、改めまして塗装を行いたいというものでございます。 
次に、４２ページをお開き願います。嘉久屋橋の全体一般平面図がございますけれども、嘉久

屋橋につきましては、平成６年に京都府が架設をした橋でございまして、４２ページの設計条件

にありますように、ＰＣ橋、いわゆるプレストレストコンクリートというふうに呼ばれておりま

すＴ字の桁を４連架設をしたものでございまして、その上にアスファルトが乗っているというふ

うな断面でございます。 
今回の補修は、その桁の補修と、桁の表面に防水工事を施すというふうなものでございます。
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舗装につきましては、先ほども申し上げましたけれども、桁の防水工事をする場合には一旦、舗

装を取り除くということが必要になっておりますので、補修工事をした後に舗装を行いたいとい

うものでございます。 
次に、伸縮装置の取りかえというのがございますけれども、これにつきましては両端に伸縮装

置というふうなものを設けておりまして、地震だとか、そういった部分の衝撃を和らげるという

ふうな効果がありますけれども、その部分に、路面排水によりまして、ごみがたまっておるとい

うふうな構造になっておりますことから、今回、新しいものに取りかえを行いたいというもので

ございます。 
それから、４３ページの嗎橋でございます。嗎橋につきましては、昭和６０年に架設されたも

ので、三河内大橋と同様に合成桁の構造となっております。クラック補修につきましては、先ほ

ども申し上げましたように、床板部分に発生しています、ひび割れの補修を行いたいというもの

でございます。橋面防水工につきましても床板工に水が浸透しないということを目的としており

まして、床板の上面の部分に防水工事を施すものでございます。舗装工につきましては、先ほど

申し上げましたようなことで、再度、舗装をかけさせていただくということでございます。 
それから、伸縮装置の補修につきましては、路面排水によりまして土砂がたまっているという

ふうなこともございますので、それらを取り除いて伸縮装置の補修を行うものでございます。 
最後に橋梁塗装については、これも鋼の部分で主桁の部分ができておりますけれども、さびが

発生しておりますことからケレンを行いまして、再度、塗装を行いたいというものでございます。 
以上が、今回の補修内容でございます。 
それではまた、３９ページにお戻りいただきたいと思います。４番の契約事項には、ここにも

書いてございますとおりでございまして、このうちの５，２６３万９，２００円のうちの

３，４２１万５，４８０円につきましては、社会資本整備総合交付金を使うものでございまして、

補助率は６５％ということでございます。 
今回の補修工事のように、橋梁本体にかかわるような補修工事をしたことがあるかというふう

なことを町内業者のほうに調査をさせていただきましたけれども、こういうふうな専門的な補修

工事の経験はないと、ありませんというふうな内容でございましたので、７月１１日に指名願を

提出をされています橋梁補修工事を専門的に行っています３社によりまして、指名競争入札を行

いましたが、２社から辞退届が提出され、流会となったものでございます。そこで京都府に指名

願を提出しています１０社、このうちの１社につきましては７月１１日の入札会に参加してくれ

た業者でございますけれども、１０社に対して、再度、見積もり依頼をさせていただきましたが、

見積金額が予定価格を上回るというふうな内容でございまして、辞退が相次いだというふうなこ

とで、７月１１日に入札会に参加してくれた業者のみから見積もりを徴取をすることができまし

た。こういうふうな実情でございまして、今回、この業者と契約の締結をしたく上程をさせてい

ただいたというものでございます。 
何とぞご審議の上、ご承認をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１８ 議案第７６号 統合簡水与謝簡易水道桜内浄水場改良工事請負契約の締結

についてを議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７６号 統合簡水与謝簡易水道桜内浄水場改良工事請負契約の締結につき

まして、提案理由をご説明申し上げます。 

この工事は、既設桜内浄水場の老朽部分の改良とあわせてリフレかやの里の営業などにより施

設が能力超過となっているため、その改善を目的とした拡張、さらには遠隔監視も可能な施設に

改良するものでございます。 

工事概要につきましては、添付の議案資料にお示しをしておりますが、８月６日に条件つき一

般競争入札を参加業者８社により執行いたしました結果、契約の相手方は山城建設株式会社、代

表取締役 山城甲太郎、契約金額は９，７２５万９，４００円で、うち消費税相当額は７２０万

４，４００円でございます。工期は、本件議決日の翌日から平成２７年３月２５日までとするも

のでございます。 

工事の内容につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認い

ただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 吉田水道課長。 

水道課長（吉田達雄） それでは、議案第７６号の工事内容をお手元にお配りしております議案資料に基

づきまして、ご説明申し上げます。 

議案資料の最後のページ、４５ページに図面をおつけしておりますので、ごらんください。 

位置的には金屋・桜内地区の加悦工芸の里の山手側になります。初めに浄水場の仕組みでござ

いますが、水源は桜内川の表流水で、浄水場から約１００メートル上流に設置した取水ゲートで

取水しております。平面図では下側が上流方向になります。この水は導水管により浄水場に送ら

れ、図面右下の一次ろ過池で大きな不純物を取り除き、次の緩速ろ過池で、さらにろ過した後、

塩素を注入し飲料水となります。 
でき上がった水は、浄水場内の低区配水池と浄水場東隣の山に設置しました高区配水池に、そ

れぞれ貯水され、排水流量計を通って桜内、平林地域に配水するというものでございます。 

これからご審議いただきます施工箇所は赤く色を塗っております部分となりますが、説明につ

きましては、図面中ほどに旗上げをしている項目を下から順に上へと申し上げます。 

まず、一番下の緩速ろ過池の新設でございますが、現在、既設の緩速ろ過池は、日で計画、一

日最大給水量９７トンの能力に対し、実績でははるかに超える２１０トンもの水を給水しており、

能力超過となっております。 
そこで、これに対応できるよう計画を見直し、計画一日最大給水量２１６トンの施設能力にす

るもので、結果といたしまして緩速ろ過池を増設することといたしております。構造は、鉄筋コ

ンクリートづくりの短辺５．５メートル、長辺５．７メートル、深さ３．１メートル、一日当た

りのろ過水量は１０８トンでございます。これは既設のろ過池１と同じ能力で、今回の新設によ

り合計３基となり、計画一日最大給水量が２１６トンですので、通常は３基で余裕を持って運転

をし、ろ過砂のかき取りや入れかえなどの作業時には、日運転に切りかえる運転形態といたしま

す。 
次に、その上の低区配水池の新設でございますが、これも鉄筋コンクリートづくりで短辺
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６．６メートル、長辺９．１メートル、深さ４．２メートル、有効貯水量は１２７トンの低区配

水池を増設いたします。これにより既設の低区配水池９１トンと既設の高区配水池６２トン、合

わせまして総貯水量は２８０トンとなり、計画給水量の一日分を貯水できることとなります。 
次に、一番上の高区配水流量計と、その下の低区配水流量計は、それぞれの配水池から給水区

域へ配水量を計測する流量計の方針でございます。 

次に、図面右側の旗上げに移りまして、一番上と、その下の高区送水流量計と送水ポンプ設備

は建屋の地下にあります既設の低区配水池から高区配水池へ送る送水ポンプ２台の更新と、高区

送水流量計の更新でございます。その下の塩素滅菌設備とろ過調整室及び電気室の改修、及び浄

水場制御盤でございますが、老朽化した既設建屋の屋根や壁などの改修を施した上で塩素滅菌設

備として次亜塩素注入ポンプ２台の更新を行うほか、電気計装設備として浄水場を制御する制御

盤の更新設置を行います。 

なお、制御盤の更新は新たに遠隔監視、及び非常時の担当者への情報伝達を含めた機能を持た

せることとしています。 

次に、その下の水質計器室の改修と濁度計は、老朽化した既設建屋の屋根や壁などの改修を施

し、この中に、これまでにはなかった原水濁度計１台、浄水濁度計１台を新設します。このほか、

旗上げはしておりませんが、老朽化及び仕様変更による場内配管の布設がえ、附帯設備として場

内舗装、フェンスの修繕、さらには浄水場より約１００メートル上流の取水ゲートの更新も行い

ます。 

なお、前のページに戻っていただきまして、中よりやや下段の５番に工事の財源内訳をおつけ

しておりますが、そのうち一般財源のところを見ていただきますと、１，１００万円につきまし

ては、国のがんばる地域交付金を充てることとしております。 

以上、簡単にご説明を申し上げましたが、よろしくご審議をいただき、ご承認いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第１９ 議案第７７号 平成２６年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、議案第７７号 平成２６年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）に

ついてご説明を申し上げます。 

今回の補正は１億５，８４４万８，０００円を追加をし、総額を１１９億４，６１６万

３，０００円とするものでございます。 

それでは、歳出から主なものにつきまして、ご説明を申し上げます。１７、１８ページをお開

き願います。第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、秘書及び渉外業務では、

８月１５日夜から１７日にかけての豪雨により、大きな被害に遭われた福知山市に対しまして、

災害見舞金を贈るため町長交際費を２０万円追加いたしております。 

第１０目情報システム費、電算システム管理運営業務では、平成２８年１月から社会保障税番

号制度、別名マイナンバー制度が社会保障分野や税分野で順次利用されることから、与謝野町で
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も基幹業務システムなどのシステムの改修を実施をし、制度開始に向けた準備を進める必要があ

りますので、第１９節負補交、負担金を総額７４９万３，０００円追加をいたしております。 

第１２目有線テレビ管理費では、次のページにかけての有線テレビ施設整備事業を５５０万円

追加いたしております。これはインターネットプランへの変更申し込みのほか、新規加入者が、

ことしも伸びてきているため、今後のプラン変更、新規加入者の見込みから有線テレビ引き込み

委託料を追加するものでございます。 

次に、２３、２４ページをお開き願います。第３款民生費、第１項社会保障費、第１目社会福

祉総務費では、新規事業といたしまして介護職員初任者研修事業を１４２万円追加をいたしてお

ります。これは看護職などの人材不足が深刻化している中、町内の福祉事業者からなる与謝野町

福祉事業所連絡会が介護職員初任者研修を実施されることから、保険者である与謝野町といたし

ましても、少しでも多くの方に福祉事業所に就労されることを支援していくが必要であると考え、

初任者研修を終了した方で、老人福祉施設などに就労、または就労予定者の方に自己費用の３分

の２、または、上限１０万円の補助金を交付するものでございます。 

なお、この支援策は、深刻な人材不足を解消するための緊急支援策として考え、平成２６年、

平成２７年度の２年間、実施をすることといたしております。 

第２目障害福祉費、障害福祉サービス事業では、第１９節負補交、重症心身障害児者ショート

ステイ利用支援事業費補助金を２１万円追加いたしております。これは北部医療センターが在宅

重症心身障害児者の方の方の短期入所の受け入れを開始されたことから、受け入れ環境の向上の

ための経費に対しまして補助金を北部医療センターに交付するものでございます。 

第３目高齢者福祉費、高齢者福祉施設整備事業では、第１９節負補交、与謝野町公的介護施設

など整備事業補助金を６５０万円追加いたしております。これはＮＰＯ法人のわおんさんが金屋

地区におきまして世代間交流や交流者の生活支援拠点として、地域支え合いセンターを開設され

る事業に対して、国の間接補助事業により補助金を交付するもので、歳入は１３、１４ページの

第１３款国庫補助金、第２目民生費国庫補助金、地域介護福祉空間整備費など、交付金に同額の

６５０万円を追加いたしております。 

次に、２５、２６ページをお開き願います。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛

生総務費では簡易水道特別会計繰出金、がんばる地域交付金分を１，３００万円追加いたしてお

ります。これは歳入でも、この後、ご説明をいたしますが、国の経済対策関連の補助金として地

域のがんばる交付金が総額２，６７０万４，０００円交付されますが、簡易水道整備事業の一部

が、がんばる地域交付金の算定基礎となり、交付金が交付をされますので、算定相当額の

１，３００万円を簡易水道特別会計に繰り出すものでございます。 

第２目予防費、次のページにかけての予防接種事業では水痘ワクチン、成人用肺炎球菌ワクチ

ンが１０月から定期接種になることから、第１３節委託料を１，３０１万５，０００円追加する

ほか、後期高齢者医療制度に該当する方で対象年齢になられる方を対象に成人用肺炎球菌ワクチ

ンの自己負担の一部を助成するため、第２０節扶助費を１００万円追加いたしております。 

第２項清掃費、第１目清掃総務費一般経費では、老朽化が進む宮津与謝地域のし尿処理施設の

整備について、宮津市、伊根町及び与謝野町のし尿などの処理のあり方を調査研究し、し尿処理

施設の整備方針を方向づけるための判断材料をそろえるため、１市２町が協働により宮津与謝し
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尿処理のあり方研究会を設置し、研究を始めるため第１９節負補交、負担金を１市２町、同額の

２００万円追加をいたしております。 

第６款農林水産業費、第１項農業費、第３目農業振興費では、京野菜こだわり産地支援事業を

６３０万円追加をいたしております。京野菜などの産地育成を目的としてパイプハウス整備にか

かる経費を助成するもので府５０％、町２０％の計７０％を支援するものでございます。 

次に、３１、３２ページをお開き願います。第８款土木費、第３項河川費、第３目河川改良費

では、石川の鞭谷川及び幾地の深田水路の水路整備工事費などを追加をし、河川改修事業を総額

で４，３３０万円追加をいたしております。 

次に、３３、３４ページ、第９款消防費、第５目災害対策費、豪雨災害対策事業は、総額で

７４３万１，０００円追加をいたしております。これは８月９日、１０日にかけて接近をいたし

ました台風１１号に伴う豪雨により土砂でいっぱいになった沈水升の浚渫や水路、法面などの修

繕が必要になったものでございます。 

次の災害対策一般経費では、与謝野町社会福祉協議会が８月２３日に福知山市への災害復旧支

援ボランティアの派遣を実施されたのを受け、その際のマイクロバスを町で借り上げましたので、

第１４節使用料及び賃借料、自動車借上料を１０万円追加いたしております。 

次に、３５、３６ページをお開き願います。第１０款教育費、第２項小学校費、第１目学校管

理費では、自校給食事業を２３２万３，０００円追加をいたしております。これは自校給食を実

施をしております岩滝小学校におきまして、調理用スチームオーブンが老朽化から、時々、温度

が上がらないなどの動作が不安定であり、今後の給食調理に支障を来すおそれがあることから、

機器の更新経費を追加するものでございます。 

次に、３７、３８ページの第１４款予備費は４４９万円を追加し、調整いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。１３、１４ページをお開き願います。

第１３款国庫支出金、第２目国庫補助金、第１節総務管理費補助金は、総額で３，４９１万

６，０００円を追加いたしております。これは歳出でもご説明をいたしましたマイナンバー制度

対応によりますシステム改修費に対して補助金が交付をされることから、社会保障税番号制度シ

ステム整備補助金を８２１万２，０００円追加するほか、国の平成２５年度補正予算（第１号）

により追加をされた公共投資の地方負担の軽減を図るために、地方負担総額の４割程度が交付を

される、がんばる地域交付金を２，６７０万４，０００円追加をいたしております。このがんば

る地域交付金は、歳出でご説明いたしましたとおり、簡易水道特別会計に繰り出しし、簡易水道

改良事業に充てるほか、６月補正予算に追加をいたしました旧石寛倉庫解体工事の財源として充

てることといたしております。 
第１４款府支出金、第５目農林水産業費府補助金、第１節農業費補助金は歳出でご説明をいた

しました京野菜こだわり産地支援事業の府負担金など、総額で８００万円追加をいたしておりま

す。 
次に、第３項委託金、第１目総務費委託金、第３節選挙費委託金は京都府知事選挙の委託金の

交付決定に伴い６９４万４，０００円を減額いたしております。 
第１８款繰越金は、前年度繰越金が１億４３６万２，０００円で確定をいたしましたので、当
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初予算計上額の１，０００万円を引いた９，４３６万２，０００円が追加可能財源でありますが、

今後の補正予算の財源とするため７，５００万円のみを今回の補正予算で追加をいたしておりま

す。 
次に、１５、１６ページ、第２０款町債、第７目土木債は、道路新設改良事業で辺地債を、河

川改修事業で合併特例債を充てることとし、総額で４，５４０万円追加をいたしております。第

１２目臨時財政対策債は、普通交付税の算定により確定をいたしましたので１，９３６万

３，０００円減額いたしております。なお、８ページに第２表地方債補正を計上し、同額を変更

しております。 

以上が、平成２６年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。よろしくご

審議の上、ご承認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第２０ 議案第７８号 平成２６年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７８号 平成２６年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第１号）につ

いて、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は２４７万８，０００円を追加をし、総額を７億６，５６７万８，０００円とする

ものでございます。 

まず、歳入からご説明を申し上げます。１１、１２ページをお開き願います。第６款繰入金は、

一般会計繰入金、がんばる地域交付金分を１，３００万円追加をいたしております。これは簡易

水道改良事業の一部が、がんばる地域交付金の算定基礎となり、交付金が交付をされますので、

今後の交際費抑制のため、既存事業の加悦簡易水道、与謝簡易水道整備事業の町債発行を軽減し、

がんばる地域交付金を充てるものでございます。 

第７款繰越金は、前年度繰越金が確定をされましたので、２４７万８，０００円を追加いたし

ております。 

第９款町債は、一般会計繰入金と同額の１，３００万円を与謝簡易水道施設整備事業債、加悦

簡易水道施設整備事業債、それぞれ減額をし調整をいたしております。なお、６ページに第２表

地方債補正を計上し、同額を変更いたしております。 

以上が、歳入でございます。 

次に、１３、１４ページ、歳出でございますが、第５款予備費を２４７万８，０００円追加を

し、調整をいたしております。 

以上が、平成２６年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第２１ 議案第７９号 平成２６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第７９号 平成２６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は事業勘定のみの補正でございまして、２，３６６万７，０００円を追加をし、総

額を２５億７，４３５万９，０００円とするものでございます。 

それでは、歳出からご説明を申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。第３款地域

支援事業、第２項包括的支援事業・任意事業、総合相談事業では第１４節自動車借上料を１７万

１，０００円追加をいたしております。 

第７款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金は、国、府、それぞれへの前年度精算分として

返還金を２，２９８万５，０００円追加をいたしております。 

第８款予備費は５１万１，０００円を追加をし、調整いたしております。 

以上が歳出でございます。 

次に、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。 

１０、１１ページをお開き願います。第３款国庫支出金から第７款繰入金、第１項一般会計繰

入金まで、歳出の地域支援事業費の追加を伴うもので、それぞれの負担割合に応じて交付金繰入

金額を計上し、総額１３万３，０００円を追加をいたしております。 

第７款繰入金、第２項基金繰入金は、介護保険事業基金繰入金を２，３００万円追加し、調整

いたしております。 

第８款繰越金は、前年度繰越金が確定をいたしましたので５３万４，０００円、追加をいたし

ております。 

以上が、平成２６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第２２ 議案第８０号 平成２６年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第８０号の平成２６年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきまして、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は４２９万１，０００円を追加をし、総額を２億８，１５２万１，０００円とする

ものでございます。 

まずは、歳出からご説明を申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。第２款後期高

齢者医療広域連合納付金は、過年度分の保険料など、負担金の確定から、第１９節負補交を

４２５万９，０００円追加をいたしております。 

第４款予備費は３万２，０００円を追加をし、調整をいたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入について、ご説明を申し上げます。 

１０、１１ページをお開き願います。第４款繰越金は、平成２５年度決算により前年度繰越金



－42－ 

を４２９万１，０００円追加をいたしております。 

以上が、平成２６年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要でございま

す。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第２３ 議案第８１号 平成２６年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第８１号 平成２６年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は２９万９，０００円を追加をし、総額を８，５１７万９，０００円とするもので

ございます。 

まず、歳入について、ご説明を申し上げます。１０、１１ページの第１款分担金及び負担金か

ら第６款諸収入まで、全てを各財産区の補正に基づき追加、あるいは減額をいたしております。 

以上が、歳入でございます。 

続きまして、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。１６、１７ページから最終ページに

かけての第１款財産区管理費は、これも各財産区の補正により、それぞれの財産区において追加、

あるいは減額をいたしております。 

なお、２６、２７ページの第２款予備費は１０５万５，０００円減額をし、調整をしておりま

す。 

以上が、平成２６年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認をいただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、日程第２４ 議案第８２号 平成２６年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第８２号 平成２６年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号）につきま

して、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は収益的支出のみの補正でございます。３、４ページをお開き願います。第１款水

道事業費用、第２項営業費用、第１目原水及び浄水費、第２１節委託料で、男山浄水場に保管の

使用済み高圧コンデンサをポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に

基づき処分をするため、７１万４，０００円を追加をいたしております。 
以上が、平成２６年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号）の概要でございます。 
よろしくご審議の上、ご承認をいただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

ここで、２時３５分まで休憩します。 
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（休憩 午後 ２時１７分） 

（再開 午後 ２時３５分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

次に、日程第２５ 議案第８３号 平成２５年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第３５ 議案第９３号 平成２５年度与謝野町水道事業会計決算認定についてまで、

以上、１１件を一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（田博文） 異議なしと認め、日程第２５ 議案第８３号から日程第３５ 議案第９３号の決

算認定に係る１１議案を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 議案第８３号 平成２５年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

議案第９３号 平成２５年度与謝野町水道事業会計決算認定についてまで、その概要を一括して

ご説明を申し上げます。 

別冊の決算参考資料に基づいての説明とさせていただきます。 

それではまず、１３、１４ページの各会計歳入歳出決算総括表をごらんいただきたいと思いま

す。 

一般会計と特別会計との総合計は、歳入歳出の予算額が２０７億８０万円に対し、収入済額が

１９６億３，３４０万４，０００円、支出済額が１９３億８６２万１，０００円で、差し引きを

いたしますと３億２，４７８万３，０００円の黒字でございます。なお、一般会計及び簡易水道

特別会計では、翌年度に明許繰越を行っております。 

その下に公営企業会計であります水道事業会計の決算を上げております。収益的収入総額が

１億４，８６９万７，０００円、収益的支出総額が１億６，７３９万８，０００円でございまし

た。企業会計ですので収支の差し引きとはなりませんが、当年度の純損失としては１，９６０万

３，０００円となり、この損失は、利益剰余金としてある減債基金積立金１，３０３万円で欠損

処理を行い、不足をする６５７万３，０００円につきましては、繰越欠損金とするものでござい

ます。 

また、資本的収入総額は６８万５，０００円、資本的支出総額は６，６４６万５，０００円で、

資本的収入額が資本的支出額に不足をする額６，５７８万円につきましては、当年度分損益勘定

留保資金６，４８７万８，０００円及び消費税資本的収支調整額９０万２，０００円で補填をい

たしております。 

１５、１６ページでは、歳入歳出決算額の推移を掲載し、前年度との比較をいたしております。

また、普通会計など財政状況調では、実質収支は２億８７０万１，０００円の黒字となっており、

平成２４年度の実質収支と比較をいたします単年度収支は３７１万８，０００円の黒字、実質単

年度収支は１，３６４万１，０００円の黒字となっております。 

下側の諸係数が財政状況を分析する上で最も基本となるものでございます。それでは、まず、

左側の財政力指数ですが、この比率が「１」に近いほど財源に余裕があるものとされております

が、３力年平均で０．３となっておりまして、相変わらず財政基盤の弱い状況となっております。
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経常収支比率は８９．７％となっておりまして、前年度より２．４ポイント高くなりました。そ

の要因といたしましては、人件費の経常一般財源は減少しているものの、扶助費や補助費、物件

費などの経常一般財源が増大したことなどによるものでございます。 

次に、実質公債費比率は３カ年平均で１４．７となっており、平成２４年度と比較をいたしま

すと０．９ポイント減少しております。また、実質赤字比率と連結実質赤字比率ですが、全ての

会計において黒字であり、どちらの指標も該当いたしません。 

次の将来負担比率ですが、数値は１３５．２となっており、早期健全化基準として定められて

おります３５０と比較をいたしますと負担の少なさが読み取れます。平成２５年度と比較をいた

しますと、２０．９ポイント減少しております。減少要因としては、公営企業債等繰入見込額の

減などによるものでございます。 

次に、１７、１８ページの普通会計款別決算額比較表の歳入の状況でございます。歳入の最も

大きなウエートを占める９番の地方交付税は５５億７，４９８万２，０００円で、全体の

４９．３％を占め、前年度比１．２％の増となっております。全体の１６．４％を占める、１番

の地方税は固定資産税が１，３５３万４，０００円の増収、市町村たばこ税が１，２３７万

１，０００円の増収となるなど、税全体で前年度比１．５％の増となっております。 

４番の国庫支出金は、前年度比８．２％増の８億２，３１５万３，０００円となっております。

国の経済対策によります地域の元気臨時交付金の皆増、障害者自立支援給付費負担金などの増加

によるものでございます。 

また、その下の１５番の府支出金でございますが、前年度比１１．６％増の８億３，０２７万

６，０００円となっております。国庫補助金と同様に、地域の元気臨時交付金の皆増、障害者自

立支援給付費負担金の増加のほか、緊急雇用対策事業補助金、子育て支援事業費補助金などの増

加によるものでございます。 

１７番の寄附金は、前年度比９５．８％減の１２５万９，０００円となっておりますが、これ

は後野公民館建設に伴う地元後野区からの寄附金が皆減になったことなどによるものでございま

す。 

次に、１９、２０ページの歳出の状況でございますが、第２款総務費は、対前年度比３．４％

増の１４億５，６６０万９，０００円となっております。これは基幹業務支援システムの更新に

伴う導入負担金、パソコンリース料の増加に伴うものでございます。 

第５款労働費は４２．９％増の１億２，７６７万９，０００円となっております。国の経済対

策の地域の元気臨時交付金事業によるものでございます。 

第６款農林水産業費は１６．２％増の４億３，８９９万１，０００円となっております。国の

経済対策関連事業の農業基盤整備事業、過疎集落など自立再生緊急対策事業などの実施によるも

のでございます。 

一方で第４款衛生費は、対前年度比１０．１％減の８億７，９７５万１，０００円となってお

ります。簡易水道特別会計への財政調整分の繰出金の減少などによるものでございます。 

第７款商工費は２８．９％減の２億６，５３３万８，０００円となっております。これはやす

らの里整備に対し、社会福祉法人などへ貸し付けました、ふるさと融資の貸付金の減少によるも

のでございます。 
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第９款消防費は１８．３％減の６億３１０万６，０００円となっております。３年間かけて実

施をしてきました防災行政無線整備事業が完了したこと、豪雨災害対策事業の減少によるもので

ございます。 

次の２１、２２ページは、町税の収入内訳を上げております。先ほども申し上げましたように

税収は、全体で１．５％の増となっております。徴収率についても、右側から二つ目にあります

とおり９３．６％の決算となっておりまして、前年度より１．５ポイント上がっており、昨年度

に引き続き微増ではあるものの、増収となっております。 

「京都地方税機構」での共同徴収も一定の軌道に乗ってきており、滞納整理は差し押さえなど

の強硬手段も講じながら業務を進めており、滞納分の徴収率は９．９ポイント上がり、年々成果

が出てきております。また、現年度分についても０．１ポイント上がって９８．７％となってお

り、今後も現年度分の徴収率を上げることで、新たな滞納を防ぐ努力をしていきたいと考えてお

ります。 

次に、２３、２４ページでございますが、普通会計性質別経費の状況を示しております。この

中で、４番の物件費は基幹業務システム更新に伴うデータ移行委託料、パソコンリース料の増加

により、対前年度比１０．８％増の１８億８，３４４万６，０００円となっております。 

５番の維持補修などは、道路維持費、小学校維持補修費の増加により３６．８％増の

５，５３３万８，０００円となっております。 

７番目の積立金は減債基金に５，２０７万３，０００円、有線テレビ放送等施設基金積立金を

３，９０１万７，０００円積み立てたことにより、８．２％の増となっております。 

一方で、９番の貸付金は地域総合整備資金の貸付金が皆減になったことに伴い、対前年度比

８９．９％減の１，９７９万円となっております。 

１０番目の繰出金は、簡易水道特別会計への繰出金の減により、４．９％減の１８億

９，８９９万６，０００円となっております。 

１１番目の投資的経費は、普通建設事業費で阿蘇シーサイドパーク整備工事費のほか、デジタ

ル防災行政無線設備工事などの完了により、対前年度比２６．５％の大幅な減額となっておりま

す。 

次に、２５ページから２８ページにかけての普通会計経常収支の状況を歳入、歳出それぞれ掲

載をいたしております。 

次に、２９、３０ページをお開き願います。ここでは一般会計の目的別、節別決算表を掲載い

たしております。それぞれの款ごとに節単位で幾らの支出があったのか、わかるようにまとめて

おります。 

次に、３１ページから３４ページにかけての普通会計の投資的経費を、財源内訳も含めて掲載

をいたしております。 

３５ページから３９ページには、不用額説明書を掲載いたしております。５０万円以上の不用

額が発生したものを各課ごとに掲載をいたしております。 

４０ページから４４ページまでには、未収入調書、不納欠損処分調書を掲載いたしております。

一般会計全体での不納欠損額は１，２８９万７，０００円となっております。 

４５ページには、普通会計債務負担行為額の状況を掲載いたしております。 
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４６ページには、一時借入金運用状況を掲載いたしておりますが、平成２５年度での借り入れ

はございませんでした。 

４７、４８ページでは、基金の状況を５月末の出納整理後の状況で報告をいたしております。

４９ページには、土地開発基金集計表を掲載をいたしております。 

次に、５０、５１ページには、会計別職員人件費を上げております。平成２５年度のラスパイ

レス指数は、一番下にもありますように９８．７％と、前年度対比０．９ポイント減少いたして

おります。ちなみに府内市町村平均は１０４．１％でございます。なお、昨年から国家公務員の

時限的の給与改定特例法の措置による影響により、平成２３年度と比較をし、大幅なアップにな

っておるものでございまして、したがいまして、これらの影響がなければ参考値で記載をいたし

ておりますように、９１．２％となり、昨年度と比較をしても１．０ポイント下がっております。 

５２ページから６１ページまでは、現在、借りている町債について掲載をいたしております。

５２ページには一般会計分、５３ページには特別会計分、５４、５５ページには、その借入先別

の詳細、そのほかでは５６ページから６１ページに普通会計での事業別の現在高の状況、借入金

利率別の状況、今後の年度別償還状況を示しておりますので、参考にしていただきたいと思いま

す。 

５４、５５ページの借入先明細では、全体の町債残高を上げております。一般会計の平成

２４年度末現在高が１４２億６，５６３万３，０００円に対し、平成２５年度末では１３６億

８，６４１万６，０００円となっており、５億７，９２１万７，０００円の減額となっておりま

す。特別会計におきましては１８０億９，００８万５，０００円に上り、前年度に比べて１億

５，７３８万２，０００円減額をいたしております。また、水道事業会計では４，６８３万

７，０００円を減額し、８億９，１８３万１，０００円となっており、総合計では３２６億

６，８３３万２，０００円になっており、住民一人当たりにいたしますと約１３９万円の借金を

抱えていることになります。 

次に、６２ページから６９ページには、野田川衛生プラント、学校給食センターなどの施設に

係ります収支状況と利用状況を掲載いたしております。 

７０ページから９５ページには、指定管理者収支状況を掲載し、各指定管理施設の利活用の状

況や収支状況をまとめておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

９６ページから最終の２２０ページには、一般会計及び特別会計の主要施策の成果概要調書を

掲載をいたしております。一般会計では各課ごとに、決算の事業区分ごとに、その概要をまとめ

ております。また、特別会計では、それぞれの会計での決算規模や運用状況、事業概要を上げて

おります。ご参考にしていただければと思います。 

最後に、決算書の３２５ページから３４３ページにかけて、財産に関する調書をつけ、年度末

で所有をいたしております財産を掲載いたしておりますので、ご参考にしていただければと思い

ます。 

以上、簡単にご説明を申し上げましたが、平成２５年度一般会計及び特別会計などの決算の概

要でございます。この後、副町長からもご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承

認いただきますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（田博文） 和田副町長。 
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副 町 長（和田 茂） それでは、私のほうから会計ごとに、ただいま町長のほうからは、決算参考資料

に基づきまして、説明をさせていただきましたけれども、私は決算書を中心に説明を申し上げた

いというふうに思います。 

全て共通でございますが、金額の単位は１，０００円単位に四捨五入したものでご説明をさせ

ていただきます。少し、時間が長くなりますが、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

まず、一般会計、議案第８３号 平成２５年度与謝野町一般会計歳入歳出決算について、主な

ものをご説明申し上げます。まず、歳入でございますが、通常の事業に係りますものは省略をさ

せていただき、特徴的なものだけご説明させていただきます。 

まず、決算書の１４、１５ページをお開きいただきたいと思います。第１款町税でございます

が、第１項町民税から第５項都市計画税までの合計は、調定額が１９億７，６２８万

９，０００円に対しまして、収入済額は１８億４，８９８万２，０００円で、不納欠損処分をい

たしました８９２万８，０００円を差し引きました収入未済額は１億１，８３７万９，０００円

となっております。したがいまして、平成２６年度へ繰り越しました滞納額は、平成２４年度決

算と比較をいたしますと２，９２３万２，０００円、率にいたしますと１９．８％の減額という

状況になっております。 

次に、決算書１８、１９ページの第９款地方交付税でございますが、備考欄にもございますよ

うに、普通交付税は５０億５，１６２万５，０００円で、前年度より０．９％、４，５６７万

２，０００円の増額となっています。 

特別交付税は５億２，３３５万７，０００円で、前年度より４％、２，０２８万５，０００円

の増額となっております。 

次に２０、２１ページへかけての第１１款分担金及び負担金、第２項負担金、第２目民生費負

担金の第２節児童福祉費負担金の保育料につきましては、現年度分は１億２，１３１万

７，０００円、徴収率９８．２％、滞納繰越分３４８万８，０００円、徴収率１５．９％、不納

欠損額３９６万７，０００円の徴収実績となっております。 

次に、第１２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目総務使用料の第２節企画情報使用料

は、有線テレビへの加入者がふえたことに伴い、施設使用料等総額で１億４，６１５万

８，０００円となっており、前年度と比べますと５０４万９，０００円の増額となっております。 

次に、２６、２７ページの第１３款国庫支出金、第１目総務費国庫補助金は地域の元気臨時交

付金を１億５８４万３，０００円受け入れております。これは国の経済対策で追加された公共投

資の地方負担が大規模であり、地方の資金調達に配慮し、経済対策の迅速かつ円滑な実施を図る

ため、今回限り特別の措置として交付されたものでございます。 

次のページ、第５目農林水産業費国庫補助金は、全体で２，４０９万２，０００円となってお

ります。備考欄にあります特定地域再生事業費補助金は、有機質肥料をさらに効果的にするため、

ＩＣＴ技術を活用した環境モニタリング等による実証実験に対して交付されたもので、その下、

過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金は、平成２４年度から繰り越したもので、京都Ｘキャン

プ事業など、過疎集落の自立再生に資する事業に対して交付されたもので、いずれの事業も全額

国の補助金が交付されたものでございます。 

第７目土木費国庫補助金は、全体で９，２９７万８，０００円となっております。備考欄にあ
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ります道路改良事業費補助金は、事業費の６０％の９，１７２万７，０００円、社会資本整備総

合交付金は、町営住宅の長寿命化計画策定経費の５０％の８８万２，０００円などとなっており

ます。 

次に、３０ページから４１ページまでの第１４款府支出金、第２項府補助金は、第１目総務費

府補助金から、第９目教育費府補助金の備考欄に括弧書きで「みらい戦略」、「行革交付金」と

書かれたものが、京都府のみらい戦略一括交付金の対象となり、その総額は８，９０４万

１，０００円でございます。 

３２、３３ページ、第３目衛生費府補助金では、昨年は全国的に風疹が流行したため、妊婦の

方などのワクチン接種者に対して助成金の交付を実施しましたので、その府負担分として風疹予

防接種緊急助成事業補助金を１０万４，０００円受け入れております。 

次のページ、第４目労働費府補助金は、各緊急雇用対策事業に対する補助金として

２，８７８万６，０００円を受け入れております。 

次に、３４から３７ページにかけての、第５目農林水産業費府補助金は、平成２４年度からの

国の経済対策関連の繰越事業で、Ｂ線改良工事を実施するに当たり、農業体質強化基盤整備促進

事業補助金を２，１００万円受け入れているほか、野田川ライスセンターに色彩選別機を導入す

るに当たり、強い農業づくり交付金を１，３０６万円受け入れたものであります。 

次に、４２ページから４５ページへかけての第１５款財産収入、第２項財産売払収入、第１目

不動産売払収入では、土地売払収入を５５万円受け入れております。これは、三河内にあります

町有地を売却したことによるものでございます。 

次に、４８、４９ページから始まります第１９款諸収入、第３項貸付金元利収入、第５目商工

費貸付金元利収入では、次のページの第４節地域総合整備資金貸付金の元利収入を５０９万円受

け入れております。これは、平成２３年、平成２４年度におきまして、地域共生型福祉施設整備

事業に参画する与謝郡福祉会及び丹後福祉応援団が実施する施設整備事業に対し資金貸付を行っ

た分の、平成２５年度の償還分となります。 

次の第４項雑入、第２目弁償金では、平成２４年度に発生しました職員の不祥事に伴い契約解

除をいたしました、加悦中学校改築工事実施設計業務の損害賠償金を４０９万５，０００円受け

入れております。 

次のページにかけての第３目雑入では、５３ページに源泉所得税返還金を４３８万

５，０００円収入いたしております。これは町から個人事業主へ業務委託料を支払う際に所得税

の源泉徴収を行わずに支払いをしていたケースがあったことから、税務署の指導により平成

２２年から平成２５年までの不納付分源泉所得税を納付するとともに、個人事業主に対して同額

の返還を求めたものでございます。 

次に、５４、５５ページから始まります第２０款町債でございますが、総額９億７，３３３万

２，０００円の借り入れを行っております。うち合併特例債は道路整備事業など４億

１，６３０万円、臨時財政対策債は４億５，９０３万２，０００円でございます。 

以上が、歳入の主なものでございます。 

次に、歳出についてご説明を申し上げます。決算書の５８、５９ページをお開きいただきたい

と思います。 
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第１款議会費では、総額１億２，４６１万１，０００円支出いたしております。議員報酬、職

員人件費などが主な経費でございまして、議会運営、議会広報に必要な経費を執行いたしており

ます。 

決算書の６０ページから第２款総務費では、６３ページに一般管理費に係る職員人件費を掲載

しておりますが、第３節職員手当等で退職手当組合特別負担金を５，４６６万８，０００円支出

いたしております。勧奨退職者に対する特別負担金を支出をさせていただいたものでございます。 

７２ページからの第５目財産管理費、ここでは３庁舎の管理経費やマイクロバスの運行事業経

費でございます。参考までに３庁舎の管理費は４，３０１万１，０００円となっております。 

次に、決算書７８、７９ページの第６目企画費でございます。総額で１億９，３１６万

５，０００円を支出いたしております。住民自治活動支援事業では、自治振興補助金とコミュニ

ティ事業補助金を交付するほか、男女共同参画事業では、全国から５名の女性町長が一堂に会し、

「第３回全国女性町長サミット２０１３ｉｎよさの」の開催を全国に向けアピール宣言を発信を

いたしました。 

次、８２ページからの第１０目情報システム費でございます。８５ページの電算システム整備

事業を７，３７１万円支出いたしております。これは合併時に導入しました住民票など、各種証

明を発行する役場業務の基幹となるシステムが保守サポート切れになることから、新たなシステ

ムへ更新をしたものでございます。 

次に、決算書８４ページから９１ページ、第１２目有線テレビ管理費は、総額で１億

８，１７１万円支出いたしております。なお、有線テレビ施設使用料との収支から将来の設備更

新に加え、８９ページの情報連絡施設基金積立金で、利子分を除き３，９００万円の積み立てを

行っております。加入率は３月末で８６．９％となり、昨年から１．３ポイント増加をいたして

おります。 

続きまして、９９ページへかけての第２項徴税費は、総額で１億５７２万３，０００円を支出

いたしております。中でも９９ページの賦課徴収費一般経費の中の第１９節負補交で、京都地方

税機構負担金を１，５５９万１，０００円支出をいたしております。そのうち１，２６３万

３，０００円は、機構への２名の派遣人件費として収入をいたしております。 

次に、１１０ページからの第３款民生費についてご説明を申し上げます。第１項社会福祉費、

第１目社会福祉総務費は総額で７億３，８９２万１，０００円を支出いたしております。この中

で１１５ページの地域福祉空間整備事業では５８９万９，０００円支出をいたしております。こ

れは、地域共生型福祉施設に参画される３法人が施設建設の際に資金融資を受けられた償還利子

に対し、利子補給金を交付しているものでございます。 

１１６ページからの第２目障害福祉費は、総額で７億５，７２８万２，０００円を支出いたし

ております。 

１１７ページからの障害福祉サービス事業では、平成２３年度から取り組んでおります作業療

法士巡回相談事業を実施いたしております。これは町内の保育所・幼稚園などを対象に、作業療

法士が巡回訪問し、発達障害児の早期発見、保育士、教師などの支援者に対する支援方法のアド

バイスなど、療育支援体制の充実に取り組んだ事業でございます。 

１２２ページからの第３目高齢者福祉費では、総額で５億４０１万４，０００円支出をいたし
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ております。この中で、１２７ページの高齢者福祉施設整備事業として２４８万４，０００円を

支出いたしております。小規模多機能型居宅介護施設ふれあいホーム神宮寺のスプリンクラー整

備に対し、公的介護施設等整備事業補助金を交付いたしています。その下の地域包括ケア総合交

付金事業では、高齢者の支援を行う事業所に対し、高齢者地域支援体制強化事業補助金２５３万

６，０００円を交付いたしております。なお、本事業は京都府の１００％補助事業でございます。 

次に、１３４ページからの第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費では、総額で４億

６，９１３万４，０００円を支出いたしております。この中で新規の事業として、１３６ページ

から次のページにかけての、子ども・子育て支援事業計画策定事業を実施いたしております。子

ども・子育て支援法の施行に伴い必要となる、「子ども・子育て支援事業計画」の策定のため

「子ども・子育て会議」を設置するほか、ニーズ調査を実施したものでございます。 

次に、決算書の１４６ページからの第４款衛生費についてご説明を申し上げます。１５１ペー

ジの第１項保健衛生費、第２目予防費では、歳入でも説明を申し上げましたが、全国的に風疹が

流行したため、風疹予防接種緊急助成事業を実施したほか、予防接種事業や健康相談、運動教室

等を実施した健康づくり事業など、町民の健康づくりや子供の健やかな成長を守るための事業を

行ってまいりました。 

また、１５７ページの第３目環境衛生費では、地球温暖化対策事業で町公共施設の照明のＬＥ

Ｄ化を進めるほか、丹後地域の地球温暖化対策等環境保全に取り組む団体とともに環境啓発イベ

ントなどを開催をいたしました。 

１６２ページの第２項清掃費でございます。第２目塵芥処理費は総額で３億８，００８万

６，０００円を支出いたしておりますが、宮津市清掃工場工事費分担金、ごみ処理委託料をはじ

め全てのごみ処理に係る経費でございます。なお、平成２５年４月に１市２町による宮津与謝環

境組合が設置されましたので、決算書１６５ページに宮津与謝環境組合負担金事業を新設し、組

合への負担金３，１４１万６，０００円を支出をいたしております。 

次に、決算書の１６８ページからの第５款労働費につきましては、第１項労働諸費で、総額で

１億２，７６７万９，０００円を支出いたしております。中身といたしましては、国の雇用創出

事業を活用いたしました緊急雇用対策事業を実施したものでございます。また、地域の元気臨時

交付金を活用して、大江山運動公園の改修工事、染色センター、道の駅整備工事など、老朽化し

た公共施設の改修などを実施をいたしております。 

１７６ページからの第６款農林水産業費について、ご説明を申し上げます。第１項農業費では、

総額で３億７，５２５万６，０００円を支出をいたしております。主なものは、農業委員会活動

事業などのほか、「京野菜こだわり産地支援事業」として、パイプハウス整備に対しての補助金

交付、また、自然循環農業推進事業では、京の豆っこ米の販売促進等を支援いたしております。

また、農地・水保全管理支払事業、命の里事業、農業用施設整備事業等を行うことにより、農地

の生産基盤整備や農村環境の向上を図るための事業を支援いたしてまいりました。農業振興地域

整備計画策定事業では、旧町単位の計画を一つにまとめることとし、平成２４年度で基礎調査、

平成２５年度では計画書作成業務を実施いたしております。なお、過疎集落等自立再生緊急対策

事業の１，０００万円は、国の経済対策によるもので、また、有機物供給施設管理運営事業のう

ち５８６万円は設計に時間を要したことから、それぞれ平成２６年度へ繰越明許をいたしており
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ます。 

２００ページからの第２項林業費は、総額で７，１９１万９，０００円支出いたしております。

主なものといたしましては、鳥獣対策として有害鳥獣対策事業や治山堰堤設置や浚渫等の災害に

強い森づくり事業等に積極的に取り組むほか、リフレかやの里に木質バイオマスボイラーを設置

するため、仕様書作成業務を実施しました。なお、災害に強い森づくり事業は、平成２６年度へ

３，４８９万４，０００円を、また、木質バイオマス産業化促進整備事業は８，８２７万

２，０００円を繰越明許いたしております。 

次に、決算書２０８ページからの第７款商工費についてご説明を申し上げます。商工費では、

総額２億８，７６６万４，０００円を支出をいたしております。主なものは各種商工業への支援

事業、産業や織物の振興事業、観光イベント開催事業、クアハウスをはじめ観光施設の施設管理

事業等がございます。観光分野では観光ビジョンの施策を具現化するための取り組みとして、旅

行者ニーズの調査、旅行商品造成過程から人材育成を行う旅づくり塾を開講するほか、京都府の

「海の京都構想」に基づき、魅力ある観光づくりを推進するため、海の京都・与謝野町実践者会

議を立ち上げ、与謝野町の海の京都与謝野町マスタープランの作成を行っております。この実践

者会議は現在も引き続き活動が続けられておりまして、今後も多くの方々の参画を得ながら、さ

らに大きな輪となって進められることが期待されております。 

次に、２２８ページからの第８款土木費についてご説明を申し上げます。２３４ページからの

第２項道路橋りょう費では、総額で３億４３７万９，０００円を支出いたしております。主なも

のは、道路維持補修事業や除雪対策事業、また、道路新設改良事業でございます。 

２３９ページの道路新設改良事業では、岩屋川線、石川上山田線などの道路改良を国の交付金

事業で実施をいたしております。また、温江明石線、寺田線につきましても国の交付金を活用し、

通学路の安全対策について計画的な取り組みを行っております。なお、一部については国の経済

対策によるものもあり、８，９４１万円を平成２６年度へ繰越明許いたしております。 

２３８ページからの３項河川費では、総額で８，１９７万１，０００円を支出いたしておりま

す。主なものは、河川維持管理事業、常習浸水地の解消を図るための河川改修事業などでござい

ます。なお、河川改修事業において４１７万４，０００円を平成２６年度へ繰越明許いたしてお

ります。 

２４２ページからの第５項都市計画費は、総額で７億９，１２１万２，０００円を支出いたし

ております。主なものは、下水道特別会計への繰出金のほか、波止場線街路整備工事、都市公園

の維持管理経費等でございます。なお、波止場線街路整備工事の一部で、地元調整に時間を要し

たため、平成２６年度に繰越明許をいたしております。また、平成２４年度で整備が終了しまし

た阿蘇シーサイドパークにつきましては、平成２５年９月にグラウンドゴルフ場をオープンし、

町民の皆様にご利用をいただいているところでございます。 

２４８ページから第９款消防費について、ご説明申し上げます。消防費は総額で６億３１０万

６，０００円を支出いたしております。主なものは、第１目常備消防費で常備消防組合負担金を

４億１，９３０万円支出をいたしております。第２目非常備消防費では、消防団員３５９名の報

酬、火災訓練、点検等の費用弁償などでございます。 

２５３ページの第３目消防施設費、消防施設等整備事業では４，６０１万４，０００円を支出
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いたしておりますが、消火栓や防火水槽の計画的な整備に加え、岩滝第１分団の消防ポンプ自動

車のほか、小型動力ポンプ２台の更新を行っています。 

２５７ページからの第５目災害対策費、地域防災計画策定事業では、改正した町の地域防災計

画の印刷を行うほか、洪水・土砂災害ハザードマップの更新を行い、与謝野町の南部地域の印刷

を実施いたしております。 

次に、２５８ページからの第１０款教育費について、ご説明を申し上げます。２６７ページの

第１項教育総務費、第３目教育振興費の適応指導教室事業は４３７万９，０００円を支出いたし

ております。不登校やひきこもりで悩む児童や保護者へ適切な指導・助言ができるように指導員

を設置しております。年間、述べ利用者数は４２７名となっております。 

２７６ページからの第３項中学校費は、総額で１億３，７４５万１，０００円支出いたしてお

ります。加悦中学校の周辺測量、境界測量を実施したほか、江陽中学校の屋内運動場の雨漏りの

修繕に向けて屋根の改修調査設計を実施いたしております。加悦中学校の改築事業実施設計業務

につきましては、確認検査機構からの指摘等もあり、建物の基礎の工法変更が必要となったこと

に伴い、総額で３，１１４万２，０００円を、平成２６年度へ繰越明許いたしております。 

次に、２８８ページからの第５項社会教育費は、総額で１億９，６７７万９，０００円支出を

いたしております。主なものとしましては、各種社会教育事業、また、公民館事業、知遊館事業、

文化財保護、伝統的建造物群保存対策、図書館管理運営などでございますが、２９７ページの地

区公民館整備事業は８０９万円を支出し、明石地区公民館の建設に向けた用地の測量及び造成工

事等を実施いたしております。明石地区公民館の設計につきましては、地元地区との調整に時間

を要しましたことから、設計委託料３７５万３，０００円を平成２６年度へ繰越明許をいたして

おります。 

３１２ページからの第６項保健体育費は、総額で３億４，２０７万６，０００円支出をいたし

ております。主なものは、大江山運動公園体育館の屋根や外壁等の大規模改修工事を総額

９，２４２万３，０００円で実施をいたしております。この改修事業には、地域の元気臨時交付

金のほか、辺地対策事業債を財源として実施をいたしております。 

３２１ページからの給食センター施設整備事業では、給食配送車の車庫の改築工事を実施をい

たしております。 

一般会計、最後になりますが、第１１款災害復旧費は、地元地区との調整に時間を要したこと

から、全額となる７００万円を平成２６年度へ繰越明許をいたしております。 

以上が、一般会計の概要でございます。 

続きまして、議案第８４号 平成２５年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、

主なものをご説明申し上げます。 

決算書３６５ページをお開きください。実質収支に関する調書をおつけしておりますが、歳入

総額８億９，４３４万８，０００円、歳出総額８億８，９７２万９，０００円、歳入歳出差引額

は４６１万９，０００円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額１４万円

で、実質収支額は４４７万９，０００円となりました。 

まず、歳入から申し上げます。３５１、３５２ページをお開きください。第２款使用料及び手

数料ですが、第１項使用料、第１節現年度分の収入済額は３億５４１万７，０００円で、前年度
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より９万７，０００円の増収となり、昨年度と同水準となっております。 

第３款国庫支出金につきましては、継続で整備を進めております加悦簡易水道施設整備事業と

与謝簡易水道施設の整備事業などの補助金を合わせて６，４８３万９，０００円を受け入れてお

ります。次のページ、第６款繰入金でございますが、地域の元気臨時交付金分を２，７００万円

繰り入れるなど、総額１億８，１６７万８，０００円を一般会計から繰り入れを行っております。 

次のページの第９款町債は、第１節簡易水道事業債として３億３００万円を借り入れておりま

す。 

続きまして、３５７ページからの歳出でございますが、３５９ページの第１款総務費、第１項

総務管理費、第２目財政管理費では、第２５節積立金として、減債基金に府補助金と預金利子分

の７７８万９，０００円、財政調整基金に預金利子を含め１，７４４万３，０００円を、それぞ

れ積み立てております。 

第２款維持管理費は簡易水道全施設の維持管理費で１億５９万８，０００円となっております。 

また、次のページの第３款改良費につきましては、加悦簡易水道施設の統合整備、与謝簡易水

道施設の改良整備と下水道関連配水管布設替工事費などで、総額３億９，６６１万３，０００円

となっております。なお、石川簡易水道施設整備事業費で３７４万円を平成２６年度へ繰越明許

いたしております。 

以上が、簡易水道特別会計の概要でございます。 

次に、議案第８５号 平成２５年度与謝野町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算について、主

なものをご説明申し上げます。 

決算書の３７５、３７６ページの歳出ですが、第３款前年度繰上充用金は４３５万

４，０００円支出いたしております。これは、平成２４年度決算に歳入欠陥が生じましたので、

それを補填するため繰上充用を行ったものでございます。 

第５款諸支出金、普通財産購入事業で公有財産購入費を１，１１１万円を支出いたしておりま

す。これは、日吉ヶ丘団地で１区画、算所団地１区画が売却できたことにより、土地開発基金か

ら一旦、本会計で買い戻した上で、個人の方へ売却したものでございます。 

３７３、３７４ページの歳入では、歳出と同額の分譲宅地売払収入に宮野分譲用地未収入分を

加え、総額で１，５４６万４，０００円を収入いたしております。 

以上が、宅地造成事業特別会計の概要でございます。 

次に、議案第８６号 平成２５年度与謝野町下水道特別会計歳入歳出決算について、主なもの

をご説明申し上げます。 

決算書３８５、３８６ページの歳入からご説明を申し上げます。 

第１款分担金及び負担金、第１項分担金は特環の受益者分担金ですが、現年度と滞納繰越分を

合わせました収入済額は２，５４６万２，０００円となっており、収納率は現年分で８１．８％、

滞納繰越分で９％となっております。第２項負担金は、公共の受益者負担金ですが、現年度と滞

納繰越分を合わせました収入済額は２２３万５，０００円となり、収納率は現年度分で１００％、

滞納繰越分で１．１％となっております。 

第２款使用料及び手数料、第１項使用料の現年度と滞納繰越分を合わせました収入済額は２億

５，６０９万３，０００円となっており、収納率は現年度分で９９．６％、滞納繰越分で１４％



－54－ 

となっております。 

次のページへかけての第３款国庫支出金でございますが、特環分のみの補助金であり

３，７００万円を受け入れております。 

第５款繰入金は、一般会計繰入金を７億４，１８５万３，０００円繰り入れております。

３８９、３９０ページの第８款町債は、総額で４億６，４００万円発行しております。 

次に、歳出についてご説明を申し上げます。３９９、４００ページをお開きいただきたいと思

います。 

第３款事業費の第１項下水道費、第１目公共下水道建設事業費では、公共下水道事業で

１，１１８万４，０００円支出いたしております。第１５節工事請負費で浜町地区ほかの面整備

等を実施したものでございます。特定環境保全公共下水道事業では１億６，６７７万円支出いた

しております。第１５節工事請負費では１億４，７５８万２，０００円を支出いたしており、温

江、石川地区ほかの面整備等を実施をいたしたものでございます。 

第４款公債費は、町債の償還金でございまして９億６，６７８万１，０００円となっておりま

す。 

以上が、下水道特別会計の概要でございます。 

次に、議案第８７号 平成２５年度与謝野町農業集落排水特別会計歳入歳出決算について、主

なものをご説明申し上げます。 

まずは、４１３、４１４ページの歳入からご説明を申し上げます。 

第１款分担金及び負担金、第１項分担金の収入済額は８万円で、滞納繰越分のみとなっており、

収納率は２５％となっております。第３款府支出金は、温江地区の農業集落排水事業に対して農

業集落排水事業推進交付金を５３１万円受け入れております。これは過年度の補助対象事業費の

１５％を５年間で３％ずつ分割交付されるものでございます。 

次のページへかけての第５款繰入金は、一般会計繰入金並びに減債基金繰入金を総額で

２，０８２万９，０００円繰り入れております。 

第８款町債は総額で９２０万円発行をいたしております。 

歳出についてご説明申し上げます。 

４１７ページから４２０ページにかけての第２款維持管理費は、総額で９０３万２，０００円

支出をいたしております。平成２３年度をもって施設整備は全て完了しており、平成２４年度以

降は維持管理のみとなっております。 

第４款公債費は、町債の償還金でございまして、２，２８８万１，０００円となっております。 

以上が、農業集落排水特別会計の概要でございます。 

次に、議案第８８号 平成２５年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算について、ご説明

を申し上げます。 

まずは、事業勘定につきまして説明をいたします。 

決算書４３２、４３３ページの歳入ですが、第１款保険料、１目第１号被保険者保険料の第

１節現年度分特別徴収保険料は３億８，９０５万８，０００円となっておりまして、徴収率は

１００％でございます。収入未済額の欄のマイナス８２万３，０００円は、死亡とか転出などに

よりまして、保険料の還付を行う必要があるものでございますが、手続上、年度内に処理が行え
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ない未還付金を計上しているものでございます。第２節現年度分普通徴収保険料２，８０８万

７，０００円は、徴収率としましては９１％でございます。第３節滞納繰越分普通徴収保険料

１２０万３，０００円は徴収率といたしましては１５．８％となっております。 

次に歳出でございますが、４４２ページの第２款保険給付費は２４億２，５９７万

９，０００円となっております。平成２５年度末で要介護認定者１，２１７名、要支援認定者

４５７名に対する介護サービス等の給付を行ったものでございまして、前年度と比べまして１億

９８４万１，０００円増額となっております。 

４４８ページからの第３款地域支援事業費３，６５４万円は、おたっしゃ倶楽部、よさの健康

づくりのつどいなど、介護予防事業、地域包括支援センターを中心とした包括的支援事業のほか、

給食サービスなどの任意事業を実施したものでございます。 

次に、サービス事業勘定についてご説明申し上げます。 

４６６、４６７ページの歳入でございますが、第１款サービス収入１，２５２万８，０００円

は、地域包括支援センターが取り扱いました要支援認定者の介護予防ケアプランの作成収入でご

ざいます。 

次のページの歳出ですが、第２款事業費、第１項居宅サービス事業費、第１目居宅介護支援事

業で１０６万円支出いたしております。居宅サービス計画作成委託料でございます。 

以上が、介護保険特別会計の概要でございます。 

次に、議案第８９号 平成２５年度与謝野町土地取得特別会計歳入歳出決算についてご説明を

申し上げます。 

４８０、４８１ページの歳入、第１款財産収入は、土地開発基金預金利子を１万２，０００円

収入いたしております。 

第３款繰越金は前年度からの繰越金で３３万６，０００円でございます。 

次のページの歳出、第１款公債費は丹後地区土地開発公社での先行取得を行っておりませんの

で、ゼロとなっております。第２款諸支出金は、土地開発基金への積立金として預金利子と同額

の１万２，０００円を積み立てております。以上が土地取得特別会計の概要でございます。 

次に、議案第９０号 平成２５年度与謝野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説

明を申し上げます。 

まずは、事業勘定についてですが、決算書の５２３ページをお開きください。実質収支に関す

る調書をつけておりますが、歳入総額２８億７，５４３万９，０００円、歳出総額２８億

６，７０８万４，０００円で、差し引き８３５万５，０００円の黒字決算となりました。平成

２５年度では財政調整基金繰入金は行っておらず、基金残高につきましては、平成２５年度末に

おきまして１億２，６８７万１，０００円となっております。 

４９７ページの歳入でございますが、第１款国民健康保険税は、収入済額が総額で５億

７，４４３万３，０００円となっており、前年度から１，９２６万８，０００円の減となってお

ります。これは被保険者数の減少によるものと思われます。なお、徴収率は７６．５％となって

おり、前年度より２．０ポイント上がっております。なお、消滅時効等により７１８万

２，０００円を不納欠損処理いたしております。 

５０４ページの第１０款繰入金、一般会計繰入金では臨時財政支援分として４，７００万円を
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繰り入れております。これは、国保税率のアップ率をできる限り抑制するため、一般会計から一

定の支援を行ったものでございます。 

次に、歳出の５０９ページから５１４ページにかけての第２款保険給付費でございますが、出

産育児一時金、それから、葬祭費等を含みます総合計で１８億８，０５４万７，０００円となっ

ておりまして、前年度に比べまして９６４万９，０００円、０．５％の増となっております。 

５１７ページから次のページにかけての第８款保健事業費では、第１目特定健康診査等事業費

で３，１７４万円を支出いたしております。メタボリックシンドロームに対する特定健診に努め、

生活習慣の改善により、保険給付費の削減に努めていきたいと考えております。 

次に、直診勘定でございます。５４５ページをお開きください。実質収支に関する調書をつけ

ております。７，８０５万２，０００円、歳出総額７，７７５万６，０００円で、差し引き

２９万７，０００円の黒字決算となりました。しかしながら、一般会計から収支の均衡を図るた

め、赤字補填分５５０万円を繰り入れておりまして、実質的には５２０万３，０００円の赤字と

なっております。施設整備にかかる繰入金を除いた分を昨年度と比較しますと９９万

６，０００円赤字額が減少しております。 

５３５ページの歳入でございますが、第８款府支出金、第１目診療所設備高度化事業補助金を

３８３万２，０００円受け入れております。これは、歳出の５３９ページから次のページにかけ

ての第２款医業費、第１目医療用機械器具費、第１８節備品購入費におきまして、超音波診断装

置やコンビネーション治療器などの医療用機械器具費の購入に対して補助金が交付されたもので

ございます。 

なお、平成２５年度中の患者さんの合計数でございますが、１万６，０５３名となっておりま

して、平成２４年度と比較いたしますと７，２７５名、８２．９％の大幅な増となっております。

これは、先ほど収支状況におきまして赤字が改善しない要因としましては、患者が増加したもの

の、そのほとんどが外来リハビリの患者で、外来リハビリは一人当たりの単価が低く、また、理

学療法士の職員体制の問題から訪問リハビリテーションを平成２５年９月から休止したため、そ

の休止に伴います収入の落ち込みがあるのではないかと考えております。 

以上が、国民健康保険特別会計の概要でございます。 

次に、議案第９１号 平成２５年度与謝野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご

説明を申し上げます。 

決算書の５６１ページをお開き願います。実質収支に関する調書をつけておりますが、歳入総

額２億５，１３７万１，０００円、歳出総額２億４，７０６万９，０００円で、差し引き

４３０万２，０００円の黒字決算となりました。後期高齢者医療特別会計の歳入につきましては、

負担のルールによるものであるため、説明は省略させていただきます。 

歳出ですが、５５７、５５８ページの第２款後期高齢者医療広域連合納付金は２億

４，２００万６，０００円を支出いたしております。これは、京都府後期高齢者医療広域連合が

実際の医療給付事務を行っており、そこへの納付金でございます。この中で、後期高齢者医療広

域連合分賦金は、連合への事務費分であり、保険料等負担金は医療給付費等に充てられます。ま

た、保険基盤安定負担金は、保険料軽減分で、一般会計で府負担金として受け入れ、それを町負

担分も含めて後期高齢者医療特別会計へ繰り出した上で、広域連合へ負担金として納めるもので
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ございます。 

以上が、後期高齢者医療特別会計の概要でございます。 

次に、財産区特別会計、議案第９２号 平成２５年度与謝野町財産区特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明を申し上げます。 

決算書の５６９ページから５７８ページまでは、財産収入等の歳入の内訳を、また、５７９ペ

ージから５９４ページまでの歳出では、それぞれの財産区へ一般管理費として支出いたしており

まして、５９５ページの実質収支に関する調書に記載いたしておりますとおり、歳入歳出差引額

は６，８２２万２，０００円の黒字となっております。 

以上が、財産区特別会計の概要でございます。 

次に、議案第９３号 平成２５年度与謝野町水道事業会計決算についてご説明を申し上げます。 

５９８、５９９ページをお開き願います。まずは、収益的収入及び支出でございます。収益的

収入総額１億４，８６９万７，０００円に対しまして、収益的支出総額は１億６，７３９万

８，０００円でございますが、企業会計は収支の差し引きとはなりませんので、６０２ページの

損益計算をいたしますと、下から３行目の当年度純損失、いわゆる赤字額は１，９６０万

３，０００円となります。この損失につきましては、６０３ページの欠損金処理計算書（案）で

お示ししておりますように、減債積立金の繰り入れによって欠損金処理を行うこととしています

が、従来は資本剰余金の繰り入れによって行っておりました。しかし、公営企業会計基準の見直

しによりまして、資本剰余金は平成２６年度から繰延収益として、長期前受金で負債計上するこ

ととなりましたので、欠損処理には使えなくなりました。 

したがいまして、本決算では、利益剰余金としてある減債積立金で欠損処理を行い、不足する

６５７万３，０００円につきましては繰越欠損金とするものでございます。 

次に、６０８、６０９ページの収益明細書をお開き願います。第１款水道事業収益、第１項営

業収益でございますが、第１目給水収益、第１節水道使用料の決算額は１億４，５３６万

１，０００円で、前年度対比１５万１，０００円の増収となりました。 

続きまして、支出でございますが、６１０ページから６１７ページまで記載しておりますとお

り、人件費、施設の維持管理費、減価償却費などでございます。 

また、６１４、６１５ページ、第２項営業外費用の第１目支払利息、第１節企業債利息は、こ

れまでの第４次水道拡張で起こしました企業債による利息で、決算額１，９４７万円となってお

ります。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明を申し上げます。６００、６０１ページをお開き願

います。資本的収入総額６８万５，０００円に対しまして、資本的支出総額６，６４６万

５，０００円で、不足する額が６，５７８万円となっております。この不足額につきましては、

６３０ページの補填財源明細書のとおり、損益勘定留保資金の補填額６，４８７万８，０００円

及び一番下の消費税資本的収支調整額９０万２，０００円で補填をいたしております。 

６１８、６１９ページをお開きいただきたいと思います。第１款資本的収入は、第２項分担金

が６８万５，０００円となっております。これは加入負担金でございます。 

続きまして、支出でございますが、６２０、６２１ページには、第１項建設改良費、第１目拡

張改良費、第２節工事請負費で６１０万１，０００円を支給いたしております。第４次拡張計画
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に基づき、前年度施工しました配水管布設替に伴う舗装本復旧工事でございます。第２目配水管

事業費、第２節工事請負費１，２６１万７，０００円は、水道整備計画に基づく配水管の新設工

事でございます。 

次に、第２項企業債償還金の４，６８３万７，０００円は、第４次水道拡張改良に伴う企業債

元金の償還でございます。 

以上が、水道事業会計の概要でございます。 

以上で、全会計の私からの説明とさせていただきます。早口で、大変雑駁な説明だったという

ふうに思っております。今後の質疑等を通して説明をさせていただければと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

長時間、ありがとうございました 

議  長（田博文） 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 

次に、監査委員から平成２５年度の決算審査の結果報告を求めます。 

足立代表監査委員。 

代表監査委員（足立正人） 随分とお疲れのようでございますので、大変恐縮しておりますが、役目柄、

平成２５年度の決算審査について、意見を述べさせていただきたいと思います。 

けさほど議員さん方、机の上に、こういったものを配られておると思います。一つは決算審査

の意見書でありますし、もう一つは財政健全化審査の意見書ということでございます。ちょっと

分が厚いほうの決算の意見のほうからご説明をさせていただきます。下にページを打っておりま

すので、まず、１ページであります。平成２５年度与謝野町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

並びに基金運用状況審査意見書というものでございます。 

審査の対象につきましては、それぞれ１０の決算、それから、基金の運用状況でございます。

審査の実施日は７月２２日に開始をいたしまして、現場審査も含め正味１９日間、行っておりま

す。 

それから、２ページめくっていただきまして、審査の方法については、係数を調べたり、現場

審査なんかもさせてもらったということであります。それから、審査の結果でありますが、審査

に付した各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及

び基金の運用状況を示す書類は、いずれも法令に準拠して作成されており、各係数も関係諸帳簿

と符合し、かつ正確であったことを認めました。なお、細部にわたる意見は、次のとおりですと

いうことで３ページからるる意見を書かせてもらっております。 

まず、１番目の総括でありますが、ここに書いておりますのは、実質、前太田町長が最後の決

算をされたものでありまして、山添町長に意見書を出したんですが、太田町長の最後の決算年度

となったと、あわせて第一次与謝野町の総合計画基本計画と、それから、第二次行政改革大綱の

スタートの年度であったということであります。今回の決算審査に当たりましては、このスター

トを切った計画のスムーズなすべり出しができたかどうかというところに重点を置いて見せてい

ただきました。内容的には、広域ごみ処理の建設に向けた動き、それから、不祥事はあったわけ

ですが、加悦中学校の改築工事の実施設計の実施など、やがて始まる大規模事業を見据えた計画

的なものが見えたということで、評価をしております。 

それから、その次に、下水道の分担金の不納欠損処分に係る事業については、多くの町民の公
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共料金に対する不信、ひいては行政全般に対する信用を失墜させる問題になっただけに、今後の

信頼回復に向けた対応は、まだまだ、求められるということを掲げておりまして、役場を挙げた

体制に期待したいということでございます。 

それから、大きい項目の２番目、一般会計であります。数字は、それぞれ町長なり副町長なり

が、詳しい資料を提示して説明されましたので割愛をいたしますが、経常収支比率が上がってお

るということについて、これはちょっと気になるところだと思います。説明によりますと、コン

ピュータの基幹システムの更新だとかいうようなことが上がっておるようですが、ところが、経

常経費ということになりますと、臨時的なものは含まないわけでありまして、今後とも経常経費

を抑えて財政余力を思う努力を払っていただきたいというように注文をつけておきたいと思いま

す。 

それから、ずっと飛びまして４ページの一番下でありますが、今年度の起債元金償還額は

１５億何がし、したがって、地方債残額が５億７，９００万円も減ったということになります。

今後とも有利な起債を計画的に借り入れて返すほうが、借りるものより多いというような形で起

債の整理をしていただいたらどうかなというように思っております。 

それから、５ページの中ほどには性質別に人件費、物件費、維持補修費、扶助費等々の分析を

したものを掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。５ページの一番下については、

有線テレビの収益部分を基金に積み立てたということで、これは大変意義深いということで掲げ

ております。 

それから、６ページにいきまして、真ん中編では火葬場なりし尿処理場、それから、環境衛生

組合、それから、学校給食センター等の出先の施設につきましては、非常に適切に事業が執行さ

れておるということを認めました。 

それから、大きな項目の３番目でありますが、簡易水道特別会計です。この中で６ページの一

番下に掲げておりますが、滞納者が固定化しておるということがあるんじゃないかというように

思われます。あまり変動していないということですので、その要因を分析されまして適切な処置

を講じていただくように求めておきたいと思います。 

それから、７ページの今の簡易水道の一番最後に書いておることですが、建設課との連携によ

りまして嘉久屋橋の歩道橋の架設時に水管橋を添架したと、それからまた、京都府事業の順気橋

の改修工事に、これも同じく水管橋をかけかえされたというようなことは、全く当を得ていると

いうことで評価したいと思います。 

それから、４番目の宅地造成事業の特別会計ですが、今年度は売上金が計上されておりました。

何か報酬を払うというような形で取り組まれたことの成果が出たんじゃないかというように評価

しております。今後、未売区画の売上に努力していただきたいと思います。 

それから、５番目の下水道特別会計でありますが、ここで７ページの一番下から書いておりま

すように、信頼回復に向けて一生懸命取り組んでいただきたいということであります。 

それから、６番目、７番目については、特に申し上げることはございません。 

それから、９ページ、８番目ですが、土地取得特別会計があります。これは利子を収入し、出

のほうで基金に積み立てるという内容のものだけになっております。これは普通会計の、一端の

会計でありますけれども、これの整理について検討をされたらどうかというように提言をさせて
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もらいたいと思います。 

それから、９番目の国保の特別会計、１０番目の後期高齢者医療特別会計、１１番目の財産区

の特別会計につきまして、特に申し上げることはございません。 

それから、１２番目の基金の状況です。年々、基金が増加し、適切な運用がされておるという

ことで評価したいと思います。 

それから、１０ページ、一番最後、本審査の最後に次のことを述べておきたいと、監査委員が

決算審査、例月出納検査等において指摘した事項について、是正改善の努力がうかがえると、誠

実にやっていただいておるなというように思います。 

それから、下水道分担金問題を機に庁舎内に危機意識が芽生え、債権管理条例の制定をはじめ

滞納整理についての体制強化、手続の徹底等、大きな前進が見られると、町民の信頼回復のため

にも、その実に期待すると、それから、多額の基金を繰替運用に有効に活用し、一時借入金を抑

えていると、財政指数の上でも、この一借の利子がないということは大きいものがありますので、

評価したいと思います。 

それから、コンビニ収納を開始されましたが、町民の利便性の向上からも評価したいと思いま

す。 

それから、次が水道事業会計です。水道事業会計につきましては、１ページの一番下ですが、

審査の結果、これも適正に執行されているということを認めさせていただきました。次には決算

内容、係数を上げておりますが、参考までにごらんいただけたらと思います。 

それから、もう一つの財政指標の審査の意見書であります。平成２５年度与謝野町財政健全化

審査意見書、１番、審査の概要、ここに掲げたように、町長からいただいた指標を適正かどうか

審査させていただきました。審査の結果としましては、審査に付した下記財政健全化判断比率及

び、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めま

した。 

まず、１番目の実質赤字比率でありますが、平成２４年度、平成２５年度ともハイフォンが入

っております。当町の数字は右端の三角の２．７１％ということであります。早期健全化基準が

１３．８％、それから、財政の再生基準が２０％ということでありますので、マイナス表記は大

幅に安全な範囲だということであります。 

それから、２番目の連結実質赤字比率は、いずれもハイフォンと、当町の数字は右端のマイナ

スの６．４４％ということであります。早期健全化基準が１８．８３％、財政再生基準が４０％

ということでありますので、これもマイナスの数字は、まだまだ、大丈夫ということであります。 

それから、３番目の実質公債費比率は１５．６％、１４．７％が平成２５年度ということで、

比率が下がっておるということであります。 

それから、４番目の将来負担比率は１５６．１％、平成２５年度は１３５．２％、この３番目、

４番目の数字が、いずれも改善をされておるということで評価したいと思います。 

個別意見としては、そこに掲げたとおりでありますので、ごらんいただきたいと思います。 

以上であります。 

議  長（田博文） 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。 

ここで挨拶の申し出があります。本年７月１日付で新しく就任されました和田副町長、塩見教
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育長、お二人の方から申し出があります。これを受けたいと思います。 

和田副町長。 

副 町 長（和田 茂） 貴重な時間を頂戴いたしまして、一言ご挨拶を申し上げたいというふうに思いま

す。 

私、７月１日付で与謝野町の副町長という大役を仰せつかることになりました。もちろん微力

ではございますけれども、山添町長、並びに町の理事者、また、議員の皆様、また、全職員の力

をいただきながら、何とか、この責任を務めてまいりたいというふうに思っております。 

議員の皆様からごらんいただければ、心もとないというふうな場面も多々、今後は出てくると

いうふうに思いますけれども、どうか、そのときは叱咤激励をいただきまして、お互いに与謝野

町の発展のために少しでも力が発揮していければというふうに思いますので、今後とも、ひとつ

よろしくお願いいたします。 

貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 貴重な時間をいただきまして、一言ご挨拶申し上げたいというふうに思います。 

去る７月１日の教育委員会におきまして、教育長という大役を拝命いたしました塩見定生でご

ざいます。現在、全国的にも学力の問題とか、不登校の問題、そして、いじめ、さらには児童虐

待等々、教育を取り巻く環境は非常に厳しいものがあるというふうに認識しておりまして、こう

した状況は与謝野町におきましても、同様の課題を抱えております。こうした課題を垣中前教育

長は百戦錬磨の手腕を発揮されまして、やってこられましたけれども、私は、そのような、とて

も力を持っておりませんし、跡を継げるような器ではありませんけれども、誠心誠意をモットー

に力いっぱい教育行政を牽引していきたいと、このような決意を持っております。 

何とぞ、皆様方のご支援をいただきますよう、お願い申し上げまして、簡単ではございますけ

れども、私のご挨拶とさせていただきます。 

どうも貴重な時間、ありがとうございました。 

議  長（田博文） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会します。 

次回は、９月８日午前９時３０分から開議しますので、ご参集ください。 

本日はご苦労さんでした。 

（散会 午後 ４時０８分） 

 


